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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の乳房を撮像したマンモグラフィ画像と、当該マンモグラフィ画像の撮影方向を
示す情報とを記憶する記憶部と、
　前記マンモグラフィ画像に関心領域を設定する領域設定部と、
　前記マンモグラフィ画像上での前記関心領域の位置情報と、前記撮影方向を示す情報と
に基づいて、乳房を模式的に表した模式図上での前記関心領域の位置情報を特定する位置
特定部と、
　前記模式図上での前記関心領域の位置情報を出力する出力部と
　を備える、医用情報処理システム。
【請求項２】
　前記記憶部は、第１の撮影方向から前記乳房を撮像した第１のマンモグラフィ画像と、
第２の撮影方向から前記乳房を撮像した第２のマンモグラフィ画像とを記憶し、
　前記領域設定部は、前記第１のマンモグラフィ画像に第１の関心領域を設定し、前記第
２のマンモグラフィ画像に第２の関心領域を設定し、
　前記位置特定部は、前記第１のマンモグラフィ画像上での前記第１の関心領域の位置情
報、前記第２のマンモグラフィ画像上での前記第２の関心領域の位置情報、前記第１の撮
影方向を示す情報、及び前記第２の撮影方向を示す情報に基づいて、前記模式図上での前
記第１の関心領域及び前記第２の関心領域それぞれの位置情報を特定する、
　請求項１に記載の医用情報処理システム。
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【請求項３】
　前記位置特定部は、前記第１の関心領域及び前記第２の関心領域それぞれの位置情報に
基づいて、前記模式図上での前記第１の関心領域と前記第２の関心領域との重複部分の位
置情報を特定する、
　請求項２に記載の医用情報処理システム。
【請求項４】
　前記位置特定部は、前記マンモグラフィ画像を撮像したマンモグラフィ装置の装置座標
系で表される位置情報に基づいて、前記模式図上での前記関心領域の位置を特定する、
　請求項１～３のいずれか一つに記載の医用情報処理システム。
【請求項５】
　前記位置特定部は、前記マンモグラフィ画像から所定の画像処理によって前記模式図上
での前記関心領域の位置を特定する、
　請求項１～３のいずれか一つに記載の医用情報処理システム。
【請求項６】
　前記領域設定部は、被検体の乳房を撮像したマンモグラフィ画像から乳腺実質領域を抽
出し、前記乳腺実質領域に基づいて、前記関心領域を設定する、
　請求項１に記載の医用情報処理システム。
【請求項７】
　前記領域設定部は、第１の撮影方向から前記乳房を撮像したマンモグラフィ画像から第
１の乳腺実質領域を抽出し、第２の撮影方向から前記乳房を撮像したマンモグラフィ画像
から第２の乳腺実質領域を抽出し、前記第１の乳腺実質領域及び前記第２の乳腺実質領域
に基づいて、前記関心領域を設定する、
　請求項６に記載の医用情報処理システム。
【請求項８】
　前記領域設定部は、前記第１の乳腺実質領域の大きさから前記関心領域の一方の長さを
設定し、前記第２の乳腺実質領域の大きさから前記関心領域の他方の長さを設定すること
で、前記関心領域を設定する、
　請求項７に記載の医用情報処理システム。
【請求項９】
　前記領域設定部は、操作者が前記第１の乳腺実質領域に基づいて設定した領域と前記第
２の乳腺実質領域に基づいて設定した領域との重複部分を前記関心領域として設定する、
　請求項７に記載の医用情報処理システム。
【請求項１０】
　前記領域設定部は、前記マンモグラフィ画像における輝度値の分布に基づいて、閾値処
理によって前記乳腺実質領域を抽出する、
　請求項６～９のいずれか一つに記載の医用情報処理システム。
【請求項１１】
　前記領域設定部は、前記マンモグラフィ画像における輝度値の分布に基づいて、微分エ
ッジ検出法を用いて前記乳腺実質領域を抽出する、
　請求項６～９のいずれか一つに記載の医用情報処理システム。
【請求項１２】
　前記領域設定部は、前記マンモグラフィ画像における輝度値の分布に基づいて、ソーベ
ルオペレータを用いて前記乳腺実質領域を抽出する、
　請求項６～９のいずれか一つに記載の医用情報処理システム。
【請求項１３】
　前記出力部は、超音波診断時の参考情報として、前記模式図上での前記関心領域の位置
情報を出力する、
　請求項１～１２のいずれか一つに記載の医用情報処理システム。
【請求項１４】
　前記出力部は、超音波診断を受けている受診者に対応する模式図上での位置情報を出力
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する、
　請求項１～１３のいずれか一つに記載の医用情報処理システム。
【請求項１５】
　前記出力部は、前記模式図上でのブラインドエリアの位置情報をさらに出力する、
　請求項１～１４のいずれか一つに記載の医用情報処理システム。
【請求項１６】
　ネットワークを介して相互に接続された画像表示装置と画像処理装置とを有し、
　前記画像表示装置は、前記出力部を備え、
　前記画像処理装置は、
　前記記憶部と、
　前記領域設定部と、
　前記位置特定部と、
　操作者からの指示に応じて、前記関心領域を示す情報を前記画像表示装置に送信する送
信部と
　を備えたことを特徴とする請求項１～１５のいずれか一つに記載の医用情報処理システ
ム。
【請求項１７】
　ネットワークを介して相互に接続された画像表示装置と画像処理装置とを有し、
　前記画像表示装置は、前記出力部を備え、
　前記画像処理装置は、
　前記記憶部と、
　前記領域設定部と、
　前記位置特定部と、
　前記画像表示装置からの要求に応じて、前記関心領域を示す情報を当該画像表示装置に
送信する送信部と
　を備えたことを特徴とする請求項１～１５のいずれか一つに記載の医用情報処理システ
ム。
【請求項１８】
　被検体の乳房を撮像したマンモグラフィ画像に関心領域を設定する手順と、
　前記マンモグラフィ画像と当該マンモグラフィ画像の撮影方向を示す情報とを記憶した
記憶部を参照して、前記マンモグラフィ画像上での前記関心領域の位置情報と、前記撮影
方向を示す情報とに基づいて、乳房を模式的に表した模式図上での前記関心領域の位置情
報を特定する手順と、
　前記模式図上での前記関心領域の位置情報を出力する手順と
　をコンピュータに実行させることを特徴とする医用情報処理プログラム。
【請求項１９】
　被検体の乳房を撮像したマンモグラフィ画像と、当該マンモグラフィ画像の撮影方向を
示す情報とを取得する取得部と、
　前記マンモグラフィ画像に関心領域を設定する領域設定部と、
　前記マンモグラフィ画像上での前記関心領域の位置情報と、前記撮影方向を示す情報と
に基づいて、乳房を模式的に表した模式図上での前記関心領域の位置情報を特定する位置
特定部と、
　前記模式図上での前記関心領域の位置情報を出力する出力部と
　を備えたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２０】
　ネットワークを介して、被検体の乳房を撮像したマンモグラフィ画像と、当該マンモグ
ラフィ画像に設定された関心領域を示す情報とを画像処理装置から受信する通信制御部と
、
　超音波プローブと、
　前記超音波プローブによって収集されたデータに基づいて、超音波画像を生成する画像
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処理部と、
　前記マンモグラフィ画像と、前記関心領域と、前記超音波画像とを表示部に表示する表
示制御部と
　を備えたことを特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、医用情報処理システム、医用情報処理プログラム及び超音波診断
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、乳がん検診等で実施される乳腺画像診断は、マンモグラフィ装置によって撮像さ
れたマンモグラフィ画像を用いて行われるのが一般的であった。これに対し、近年では、
Ｊ－ＳＴＡＲＴ（Japan　Strategic　Anti-cancer　Randomized　Trial）と呼ばれるプロ
ジェクトが開始され、乳がん健診において、マンモグラフィ画像と超音波画像とを併用し
た乳腺画像診断の実施が始められている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】瀬尾　芳子著、「最新マンモグラフィシステムの使用経験－撮影時情報
入力機能（Ｅｘａｍ－Ｍａｒｋｅｒ）の活用－」、月刊インナービジョン、Ｖｏｌ．２７
、Ｎｏ．１、インナービジョン、２０１２年１月号、ｐ．７７
【非特許文献２】「Ｊ－ＳＴＡＲＴ　乳がん健診における超音波検査の有効性を検証する
ための比較試験」、［平成２５年５月８日検索］、インターネット＜URL:http://www.j-s
tart.org/＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、乳腺画像診断の精度を高めることができる医用情報
処理システム、医用情報処理プログラム及び超音波診断装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態に係る医用情報処理システムは、記憶部と、領域設定部と、位置特定部と、出
力部とを備える。記憶部は、被検体の乳房を撮像したマンモグラフィ画像と、当該マンモ
グラフィ画像の撮影方向を示す情報とを記憶する。領域設定部は、前記マンモグラフィ画
像に関心領域を設定する。位置特定部は、前記マンモグラフィ画像上での前記関心領域の
位置情報と、前記撮影方向を示す情報とに基づいて、乳房を模式的に表した模式図上での
前記関心領域の位置情報を特定する。出力部は、前記模式図上での前記関心領域の位置情
報を出力する。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る医用情報処理システムの構成例を示す図である。
【図２】図２は、第１の実施形態に係るマンモグラフィ装置の構成例を示す図（１）であ
る。
【図３】図３は、第１の実施形態に係るマンモグラフィ装置の構成例を示す図（２）であ
る。
【図４】図４は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成例を示す図である。
【図５】図５は、マンモグラフィ画像と超音波画像とを併用した乳腺画像診断を説明する
ための図である。
【図６】図６は、第１の実施形態に係る画像処理装置の構成例を示す図である。
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【図７】図７は、第１の実施形態に係る位置特定部によって用いられる模式図の一例を示
す図である。
【図８】図８は、第１の実施形態に係る位置特定部によって行われる模式図上での関心領
域の位置情報の特定を説明するための図である。
【図９】図９は、第１の実施形態に係る位置特定部によって行われるＭＬＯ画像における
乳房領域の検出を説明するための図である。
【図１０】図１０は、本実施形態に係る位置特定部によって行われる模式図上での関心領
域の位置情報の特定を説明するための図である。
【図１１】図１１は、第１の実施形態に係る位置特定部によって行われる領域変換の一例
を説明するための図である。
【図１２】図１２は、第１の実施形態に係る画像表示装置によって表示される表示情報の
一例を示す図である。
【図１３】図１３は、第１の実施形態に係る画像処理装置によって行われる処理の処理手
順を示すフローチャートである。
【図１４】図１４は、第１の実施形態の変形例に係る位置特定部によって行われる模式図
上での関心領域の位置情報の特定を説明するための図である。
【図１５】図１５は、第１の実施形態に係るマンモグラフィ画像と模式図との関係を説明
するための図である。
【図１６】図１６は、ＭＬＯ画像の撮影におけるブラインドエリアを示す図である。
【図１７】図１７は、ＣＣ画像の撮影におけるブラインドエリアを示す図である。
【図１８】図１８は、第１の実施形態の変形例に係る位置特定部によって行われるブライ
ンドエリアの表示を説明するための図（１）である。
【図１９】図１９は、第１の実施形態の変形例に係る位置特定部によって行われるブライ
ンドエリアの表示を説明するための図（２）である。
【図２０】図２０は、第１の実施形態の変形例に係る模式図上での関心領域の位置情報の
特定を説明するための図（１）である。
【図２１】図２１は、第１の実施形態の変形例に係る模式図上での関心領域の位置情報の
特定を説明するための図（２）である。
【図２２】図２２は、第２の実施形態に係る画像表示装置の構成例を示す図である。
【図２３】図２３は、第３の実施形態に係る超音波診断装置の詳細な構成例を示す図であ
る。
【図２４】図２４は、第４の実施形態に係る画像表示装置の構成例を示す図である。
【図２５】図２５は、第４の実施形態に係る表示制御部によって表示される参照画面の一
例を示す図である。
【図２６】図２６は、第４の実施形態に係る抽出部によって行われる乳腺実質領域の抽出
を説明するための図（１）である。
【図２７】図２７は、第４の実施形態に係る抽出部によって行われる乳腺実質領域の抽出
を説明するための図（２）である。
【図２８】図２８は、第４の実施形態に係る特定部によって行われる関心領域の特定を説
明するための図である。
【図２９】図２９は、第４の実施形態に係る特定部によって行われる関心領域の特定の他
の例を説明するための図である。
【図３０】図３０は、第４の実施形態に係る画像表示装置によって行われる処理の処理手
順を示すフローチャートである。
【図３１】図３１は、第５の実施形態に係る画像処理装置の構成例を示す図である。
【図３２】図３２は、第６の実施形態に係る超音波診断装置の詳細な構成例を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下、図面を参照して、医用情報処理システム、医用情報処理プログラム及び超音波診



(6) JP 6309376 B2 2018.4.11

10

20

30

40

50

断装置の実施形態を説明する。
【０００８】
（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態に係る医用情報処理システムの構成例を示す図である。本実施
形態に係る医用情報処理システムは、乳がん検診が行われる病院に設置され、マンモグラ
フィ画像と超音波画像とを併用した乳腺画像診断に利用される。例えば、図１に示すよう
に、本実施形態に係る医用情報処理システム１００は、マンモグラフィ装置１０と、超音
波診断装置２０と、画像処理装置３０と、画像表示装置４０とを有する。各装置は、ネッ
トワーク５０を介して相互に接続され、マンモグラフィ装置１０や超音波診断装置２０に
よって撮像された画像などを相互に送受信する。
【０００９】
　マンモグラフィ装置１０は、被検体の乳房にＸ線を照射し、乳房を透過したＸ線を検出
してマンモグラフィ画像を生成する。
【００１０】
　図２及び３は、第１の実施形態に係るマンモグラフィ装置１０の構成例を示す図である
。例えば、図２に示すように、マンモグラフィ装置１０は、基台１１と、スタンド１２と
を有する。スタンド１２は、基台１１上に立設され、撮影台１３と、圧迫板１４と、Ｘ線
出力部１５と、Ｘ線検出部１６とを支持する。なお、撮影台１３と、圧迫板１４と、Ｘ線
検出部１６とは、上下方向へ移動可能に支持されている。
【００１１】
　撮影台１３は、被検体の乳房Ｂを支持する台であり、乳房Ｂが載せられる支持面１３ａ
を有する。圧迫板１４は、撮影台１３の上方に配置され、撮影台１３に対して平行に対向
するとともに撮影台１３に対して接離する方向へ移動可能に設けられている。なお、圧迫
板１４は、撮影台１３に接近する方向に移動した場合に、撮影台１３上に支持されている
乳房Ｂを圧迫する。圧迫板１４によって圧迫された乳房Ｂは薄く押し広げられ、乳房Ｂ内
の乳腺の重なりが減少する。
【００１２】
　また、図３に示すように、マンモグラフィ装置１０は、操作部１７ａと、昇降駆動部１
７ｂと、高電圧発生部１７ｃと、画像処理部１７ｄと、画像記憶部１７ｅと、表示部１７
ｆと、通信制御部１７ｇと、システム制御部１７ｈとを有する。操作部１７ａは、操作者
から各種コマンドの入力操作等を受け付ける。昇降駆動部１７ｂは、撮影台１３に接続さ
れ、撮影台１３を上下方向へ昇降させる。さらに、昇降駆動部１７ｂは、圧迫板１４に接
続され、圧迫板１４を上下方向（撮影台１３に対して接離する方向）へ昇降させる。
【００１３】
　Ｘ線出力部１５は、Ｘ線管１５ａと、Ｘ線絞り器１５ｂとを有する。Ｘ線管１５ａは、
Ｘ線を発生させる。Ｘ線絞り器１５ｂは、Ｘ線管１５ａと圧迫板１４との間に配置され、
Ｘ線管１５ａから発生したＸ線の照射範囲を制御する。高電圧発生部１７ｃは、Ｘ線管１
５ａに接続され、Ｘ線管１５ａがＸ線を発生するための高電圧を供給する。
【００１４】
　Ｘ線検出部１６は、Ｘ線検出器１６ａと、信号処理部１６ｂとを有する。Ｘ線検出器１
６ａは、乳房Ｂと撮影台１３とを透過したＸ線を検出して電気信号（透過Ｘ線データ）に
変換する。信号処理部１６ｂは、Ｘ線検出器１６ａによって変換された電気信号からＸ線
投影データを生成する。
【００１５】
　画像処理部１７ｄは、信号処理部１６ｂと、画像記憶部１７ｅとに接続され、信号処理
部１６ｂによって生成されたＸ線投影データに基づいてマンモグラフィ画像を生成し、生
成したマンモグラフィ画像を画像記憶部１７ｅに保存する。また、画像処理部１７ｄは、
表示部１７ｆに接続され、生成したマンモグラフィ画像を表示部１７ｆに表示する。なお
、画像処理部１７ｄは、操作部１７ａからの入力操作に基づいて、作成するマンモグラフ
ィ画像の種類の切替えを行うことが可能である。
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【００１６】
　通信制御部１７ｇは、ネットワーク５０を介して他の装置との間で行われる通信を制御
する。例えば、通信制御部１７ｇは、ネットワーク５０を介して、画像処理部１７ｄによ
って生成されたマンモグラフィ画像を他の装置に転送する。ネットワーク５０を介して転
送されたマンモグラフィ画像は、転送先の装置において、画像表示又は画像処理などを実
施することが可能である。
【００１７】
　システム制御部１７ｈは、操作部１７ａと、昇降駆動部１７ｂと、高電圧発生部１７ｃ
と、Ｘ線絞り器１５ｂと、画像処理部１７ｄと、通信制御部１７ｇとに接続され、マンモ
グラフィ装置１０の全体を総括して制御する。
【００１８】
　図１に戻って、超音波診断装置２０は、超音波を送受信する超音波プローブで被検体を
走査することで収集された反射波データに基づいて、超音波画像を生成する。
【００１９】
　図４は、第１の実施形態に係る超音波診断装置２０の構成例を示す図である。図４に示
すように、本実施形態に係る超音波診断装置２０は、超音波プローブ２１と、表示部２３
と、入力部２２と、装置本体２４とを備える。
【００２０】
　超音波プローブ２１は、複数の圧電振動子を有する。複数の圧電振動子は、後述する装
置本体２４が有する送受信部２４１から供給される駆動信号に基づき超音波パルスを発生
し、また、被検体Ｐからの反射波を受信して電気信号に変換する。また、超音波プローブ
２１は、圧電振動子に設けられる整合層と、圧電振動子から後方への超音波の伝播を防止
するバッキング材などを有する。
【００２１】
　超音波プローブ２１から被検体Ｐに超音波パルスが送信されると、送信された超音波パ
ルスは、被検体Ｐの体内組織における音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、
エコー信号として超音波プローブ２１が有する複数の圧電振動子にて受信される。受信さ
れるエコー信号の振幅は、超音波パルスが反射される不連続面における音響インピーダン
スの差に依存する。なお、送信された超音波パルスが、移動している血流や心臓壁などの
表面で反射された場合のエコー信号は、ドプラ効果により、移動体の超音波送信方向に対
する速度成分に依存して、周波数偏移を受ける。
【００２２】
　表示部２３は、モニタなどであり、超音波診断装置２０の操作者が入力部２２を用いて
各種指示や設定要求を入力するためのＧＵＩ（Graphical　User　Interface）を表示した
り、装置本体２４において生成された超音波画像や解析結果を表示したりする。
【００２３】
　入力部２２は、マウス、キーボード、ボタン、パネルスイッチ、タッチコマンドスクリ
ーン、フットスイッチ、トラックボールなどであり、装置本体２４に接続される。また、
入力部２２は、超音波診断装置２０の操作者からの各種指示や設定要求を受け付け、受け
付けた各種指示や設定要求を装置本体２４に対して転送する。
【００２４】
　装置本体２４は、超音波プローブ２１によって受信された反射波に基づいて超音波画像
を生成する。装置本体２４は、図４に示すように、送受信部２４１と、Ｂモード処理部２
４２と、ドプラ処理部２４３と、画像処理部２４４と、画像メモリ２４５と、制御部２４
８と、内部記憶部２４６とを有する。
【００２５】
　送受信部２４１は、トリガ発生回路、送信遅延回路及びパルサ回路などを有し、超音波
プローブ２１に駆動信号を供給する。パルサ回路は、所定の繰り返し周波数（ＰＲＦ（Pu
lse　Repetition　Frequency））の超音波パルスを形成するためのレートパルスを繰り返
し発生する。なお、ＰＲＦは、レート周波数とも呼ばれる。また、送信遅延回路は、超音
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波プローブ２１から発生される超音波パルスをビーム状に集束して送信指向性を決定する
ために必要な圧電振動子毎の送信遅延時間を、パルサ回路が発生する各レートパルスに対
して与える。また、トリガ発生回路は、レートパルスに基づくタイミングで、超音波プロ
ーブ２１に駆動信号（駆動パルス）を印加する。すなわち、送信遅延回路は、各レートパ
ルスに対し与える送信遅延時間を変化させることで、圧電振動子面からの送信方向を任意
に調整する。
【００２６】
　なお、送受信部２４１は、後述する制御部２４８の指示に基づいて、所定のスキャンシ
ーケンスを実行するために、送信周波数、送信駆動電圧などを瞬時に変更可能な機能を有
している。特に、送信駆動電圧の変更は、瞬間にその値を切り替え可能なリニアアンプ型
の発信回路、又は、複数の電源ユニットを電気的に切り替える機構によって実現される。
【００２７】
　また、送受信部２４１は、アンプ回路、Ａ／Ｄ（Analog／Digital）変換器、受信遅延
回路、加算器、直交検波回路などを有し、超音波プローブ２１が受信した反射波信号に対
して各種処理を行って反射波データを生成する。アンプ回路は、反射波信号をチャンネル
毎に増幅してゲイン補正処理を行う。Ａ／Ｄ変換器は、ゲイン補正された反射波信号をＡ
／Ｄ変換する。受信遅延回路は、デジタルデータに受信指向性を決定するのに必要な受信
遅延時間を与える。加算器は、受信遅延回路により受信遅延時間が与えられた反射波信号
の加算処理を行う。加算器の加算処理により、反射波信号の受信指向性に応じた方向から
の反射成分が強調される。
【００２８】
　Ｂモード処理部２４２は、送受信部２４１から反射波データを受け取り、対数増幅、包
絡線検波処理などを行って、信号強度が輝度の明るさで表現されるデータ（Ｂモードデー
タ）を生成する。また、Ｂモード処理部２４２は、後述するＭモードデータを生成する。
【００２９】
　ドプラ処理部２４３は、送受信部２４１から受け取った反射波データから速度情報を周
波数解析し、ドプラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分を抽出し、平均速度、分散
、パワーなどの移動体情報を多点について抽出したデータ（ドプラデータ）を生成する。
【００３０】
　画像処理部２４４は、Ｂモード処理部２４２によって生成されたＢモードデータやＭモ
ードデータ、ドプラ処理部２４３によって生成されたドプラデータから、超音波画像を生
成する。具体的には、画像処理部２４４は、ＢモードデータからＢモード画像を生成し、
ＭモードデータからＭモード画像を生成し、ドプラデータからドプラ画像を生成する。ま
た、画像処理部２４４は、座標変換やデータ補間などを行うことで、超音波スキャンの走
査線信号列をテレビなどに代表されるビデオフォーマットの走査線信号列に変換（スキャ
ンコンバート）し、表示画像としての超音波画像（Ｂモード画像、Ｍモード画像、ドプラ
画像）を生成する。
【００３１】
　画像メモリ２４５は、画像処理部２４４によって生成された超音波画像や、超音波画像
を画像処理することで生成した画像を記憶するメモリである。例えば診断の後に、操作者
が検査中に記録された画像を呼び出すことが可能となっており、静止画的に、あるいは複
数枚を使って動画的に再生することが可能である。なお、画像メモリ２４５は、送受信部
２４１を通過後の画像輝度信号、その他の生データ、ネットワーク５０を介して取得した
画像データなどを記憶してもよい。
【００３２】
　内部記憶部２４６は、超音波送受信、画像処理及び表示処理を行うための装置制御プロ
グラムや、診断情報（例えば、患者ＩＤ、医師の所見など）、診断プロトコルや各種設定
情報などの各種データなどを記憶する。なお、内部記憶部２４６は、画像メモリ２４５が
記憶する画像の保管などに使用されてもよい。
【００３３】
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　通信制御部２４７は、ネットワーク５０を介して他の装置との間で行われる通信を制御
する。例えば、通信制御部２４７は、ネットワーク５０を介して、画像処理部２４４によ
って生成された超音波画像を他の装置に転送する。ネットワーク５０を介して転送された
超音波画像は、転送先の装置において、画像表示又は画像処理などを実施することが可能
である。
【００３４】
　制御部２４８は、超音波診断装置２０における処理全体を制御する。具体的には、制御
部２４８は、入力部２２を介して操作者から入力された各種指示や設定要求、内部記憶部
２４６から読み込んだ各種プログラム及び各種設定情報に基づき、送受信部２４１、Ｂモ
ード処理部２４２、ドプラ処理部２４３、及び画像処理部２４４の処理を制御したり、画
像メモリ２４５が記憶する超音波画像などを表示部２３にて表示するように制御したりす
る。
【００３５】
　図１に戻って、画像処理装置３０は、マンモグラフィ装置１０によって生成されたマン
モグラフィ画像や、超音波診断装置２０によって生成された超音波画像などを処理する。
この画像処理装置３０は、主に、マンモグラフィ検査の技師によってマンモグラフィ検査
が行われる際に利用される。また、画像処理装置３０は、マンモグラフィ検査の技師から
マンモグラフィ画像に関する所見の入力を受け付け、受け付けた所見を示す情報を所見情
報として記憶する。例えば、画像処理装置３０は、画像保管サーバやワークステーション
などである。
【００３６】
　画像表示装置４０は、マンモグラフィ画像や超音波画像、マンモグラフィ画像に関する
所見情報などを画像処理装置３０から取得して表示する。この画像表示装置４０は、主に
、超音波検査の技師によって超音波検査が行われる際に利用される。例えば、画像表示装
置４０は、操作者によって持ち運びが可能であり、無線ＬＡＮ（Local　Area　Network）
を介してネットワーク５０に接続可能なタブレット端末である。なお、画像表示装置４０
は、例えば、ノートパソコンであってもよい。
【００３７】
　ここで、従来、乳がん検診等で実施される乳腺画像診断は、マンモグラフィ装置によっ
て撮像されたマンモグラフィ画像を用いて行われるのが一般的であった。これに対し、近
年では、Ｊ－ＳＴＡＲＴ（Japan　Strategic　Anti-cancer　Randomized　Trial）と呼ば
れるプロジェクトが開始され、乳がん健診において、マンモグラフィ画像と超音波画像と
を併用した乳腺画像診断の実施が始められている。
【００３８】
　図５は、マンモグラフィ画像と超音波画像とを併用した乳腺画像診断を説明するための
図である。例えば、図５の左側に示すように、マンモグラフィ画像と超音波画像とを併用
した乳腺画像診断では、先に、マンモグラフィ装置を用いて、被検体の左右それぞれの乳
房について、ＭＬＯ（Mediolateral-Oblique：内外斜位）方向及びＣＣ（Cranio-Caudal
：頭尾）方向のマンモグラフィ画像が撮像される。その後、図５の右側に示すように、同
日又は別の日に、マンモグラフィ画像及びその所見を参照しながら、超音波診断装置を用
いて、同じ被検体の左右それぞれの超音波画像が撮像される。
【００３９】
　このような乳腺画像診断において、一般的に、マンモグラフィ画像を撮像及び読影する
技師と、超音波画像を撮像及び読影する技師とは別である場合が多い。そのため、従来、
超音波検査を担当する技師は、マンモグラフィ画像及びその所見を参照しながら超音波検
査を実施するためには、マンモグラフィ画像の読影や所見に関する十分な知識や理解が求
められていた。具体的には、「マンモグラフィ画像上の高密度部分は注意して超音波検査
を行う」ことや、「マンモグラフィ画像上に境界明瞭平滑な腫瘤があり、超音波検査で明
らかな良性病変(単純嚢胞など)であることが確認できれば要精密検査としない」こと、「
マンモグラフィ画像上に局所的非対称性陰影(ＦＡＤ)が認められるが、超音波検査で正常
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乳腺であることが確認できれば要精密検査としない」ことなどが既に日本乳腺甲状腺超音
波医学会乳癌検診研究会総合判定基準として示されており、超音波検査を担当する技師は
、これらの判断を適切に行うことが求められていた。
【００４０】
　このようなことから、本実施形態では、画像処理装置３０が、被検体の乳房を撮像した
マンモグラフィ画像に関心領域を設定し、当該マンモグラフィ画像上での関心領域の位置
情報と、当該マンモグラフィ画像の撮影方向を示す情報とに基づいて、乳房を模式的に表
した模式図上での関心領域の位置情報を特定して出力する。これにより、超音波検査の技
師が、マンモグラフィ画像上で設定された関心領域に対応する位置を模式図上で容易に把
握することができ、乳腺画像診断の精度を高めることができる。以下では、本実施形態に
係る画像表示装置４０について詳細に説明する。
【００４１】
　図６は、第１の実施形態に係る画像処理装置３０の構成例を示す図である。図６に示す
ように、画像処理装置３０は、入力部３１と、表示部３２と、通信制御部３３と、記憶部
３４と、制御部３５とを有する。
【００４２】
　入力部３１は、操作者から各種操作や各種情報の入力を受け付ける。例えば、入力部３
１は、キーボードやマウス、ボタン、トラックボール、タッチパネルなどである。
【００４３】
　表示部３２は、操作者から各種操作を受け付けるためのＧＵＩや各種画像を表示する。
例えば、表示部３２は、液晶ディスプレイやＣＲＴ（Cathode　Ray　Tube）ディスプレイ
、タッチパネルなどである。
【００４４】
　通信制御部３３は、ネットワーク５０を介して他の装置との間で行われる通信を制御す
る。例えば、通信制御部３３は、ネットワークカードやネットワークアダプタであり、Ｅ
ｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）のＬＡＮを介してネットワーク５０に接続することで、他の
装置との間で通信を行う。また、例えば、通信制御部３３は、無線ＬＡＮを介してネット
ワーク５０に接続することで、他の装置との間で無線通信を行う。
【００４５】
　記憶部３４は、ハードディスクや半導体メモリなどの記憶装置であり、各種情報を記憶
する。具体的には、記憶部３４は、画像データ記憶部３４ａと、所見情報記憶部３４ｂと
を有する。
【００４６】
　画像データ記憶部３４ａは、被検体の乳房を撮像したマンモグラフィ画像と、当該マン
モグラフィ画像の撮影方向を示す情報とを記憶する。具体的には、画像データ記憶部３４
ａは、マンモグラフィ画像と撮影方向を示す情報とを、画像ごとに関連付けて記憶する。
この画像データ記憶部３４ａには、後述する画像データ取得部３５ａによってマンモグラ
フィ画像と撮影方向を示す情報とが格納される。
【００４７】
　例えば、画像データ記憶部３４ａは、ＭＬＯ方向のマンモグラフィ画像（ＭＬＯ画像）
と、ＣＣ方向のマンモグラフィ画像（ＣＣ画像）とを記憶する。また、ここでいう撮影方
向を示す情報は、例えば、マンモグラフィ装置の装置座標系で表される位置情報であり、
マンモグラフィ装置によってマンモグラフィ画像が生成された際に付帯情報として各画像
に付与される。
【００４８】
　所見情報記憶部３４ｂは、被検体のマンモグラフィ画像に関する所見情報を記憶する。
この所見情報記憶部３４ｂには、後述する所見情報作成部３５ｂによって所見情報が格納
される。
【００４９】
　制御部３５は、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）及びメモリを有し、それらを用
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いて各種プログラムを実行させることで、画像処理装置３０の動作を制御する。具体的に
は、制御部３５は、画像データ取得部３５ａと、所見情報作成部３５ｂと、表示制御部３
５ｃと、領域設定部３５ｄと、位置特定部３５ｅと、送信部３５ｆとを有する。
【００５０】
　画像データ取得部３５ａは、被検体の乳房を撮像したマンモグラフィ画像と、当該マン
モグラフィ画像の撮影方向を示す情報とを取得する。なお、画像データ取得部３５ａは、
被検体の左右それぞれの乳房について、ＭＬＯ画像及びＣＣ画像を取得する。具体的には
、画像データ取得部３５ａは、通信制御部３３を介してマンモグラフィ装置１０と通信を
行うことで、診断対象の被検体に関するマンモグラフィ画像と、当該マンモグラフィ画像
の撮影方向を示す情報とを取得し、取得したマンモグラフィ画像と撮影方向を示す情報と
を画像データ記憶部３４ａに格納する。
【００５１】
　所見情報作成部３５ｂは、操作者から入力された所見に基づいて、被検体のマンモグラ
フィ画像に関する所見情報を作成する。具体的には、所見情報作成部３５ｂは、入力部３
１を介して、マンモグラフィ検査の技師からマンモグラフィ画像に関する所見の入力を受
け付ける。そして、所見情報作成部３５ｂは、受け付けた所見を示す所見情報を作成し、
所見情報記憶部３４ｂに格納する。
【００５２】
　表示制御部３５ｃは、マンモグラフィ画像を参照するための参照画面を表示部３２に表
示する。具体的には、表示制御部３５ｃは、入力部３１を介して操作者から表示要求を受
け付けた場合に、診断対象の被検体に関するマンモグラフィ画像を画像データ記憶部３４
ａから読み出し、診断対象の被検体に関する所見情報を所見情報記憶部３４ｂから読み出
す。そして、表示制御部３５ｃは、読み出したマンモグラフィ画像及び所見情報を配置し
た参照画面を表示部３２に表示する。
【００５３】
　領域設定部３５ｄは、マンモグラフィ画像に関心領域を設定する。例えば、領域設定部
３５ｄは、被検体の左右それぞれの乳房について、ＭＬＯ画像及びＣＣ画像それぞれに関
心領域を設定する。具体的には、領域設定部３５ｄは、入力部３１を介して、表示制御部
３５ｃによって表示された参照画面に配置されたマンモグラフィ画像上で任意の位置に任
意の大きさの範囲を指定する操作を操作者から受け付ける。そして、領域設定部３５ｄは
、操作者によって指定された範囲を関心領域として設定する。
【００５４】
　なお、例えば、領域設定部３５ｄは、コンピュータ支援診断（Computer　Aided　Diagn
osis：ＣＡＤ）の機能を用いて、マンモグラフィ画像から病変部の候補領域を自動検出し
、検出した領域を関心領域として設定してもよい。また、例えば、領域設定部３５ｄは、
ＣＡＤによって検出された領域に対して、操作者がＭＬＯ画像とＣＣ画像との間で調整を
行う操作を受け付け、調整後の領域を関心領域として設定してもよい。
【００５５】
　位置特定部３５ｅは、マンモグラフィ画像上での関心領域の位置情報と、撮影方向を示
す情報とに基づいて、乳房を模式的に表した模式図上での関心領域の位置情報を特定する
。具体的には、位置特定部３５ｅは、検査対象の被検体のマンモグラフィ画像と当該マン
モグラフィ画像の撮影方向を示す情報とを画像データ記憶部３４ａから読み出し、読み出
したマンモグラフィ画像及び撮影方向を示す情報に基づいて、模式図上での関心領域の位
置を特定する。なお、ここでいう模式図（シェーマとも呼ばれる）としては、乳房におけ
る位置関係を示すものであれば、各種の図を用いることができる。
【００５６】
　図７は、第１の実施形態に係る位置特定部３５ｅによって用いられる模式図の一例を示
す図である。図７に示す例は、乳房を模式的に表した模式図の一例として、乳腺領域の模
式図を示している。例えば、図７に示すように、乳腺領域の模式図は、左右それぞれの乳
房について、乳房の領域を表す円形の領域（以下、乳房領域）と、腋窩部の領域を表す略
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三角形の領域（以下、腋窩領域）とを有する。
【００５７】
　ここで、乳房領域を表す円形の領域は、上下及び左右に分けられて、４つの領域「Ａ」
～「Ｄ」に分割される。例えば、「Ａ」の領域（以下、Ａ領域）は、乳房の内側上部の領
域を示し、「Ｂ」の領域（以下、Ｂ領域）は、乳房の内側下部の領域を示す。また、例え
ば、「Ｃ」の領域（以下、Ｃ領域）は、乳房の外側上部の領域を示し、「Ｄ」の領域（以
下、Ｄ領域）は、乳房の外側下部の領域を示す。また、腋窩領域を表す略三角形の領域「
Ｃ’」（以下、Ｃ’領域）は、領域Ｃから斜め上方に伸び、かつ、領域Ｃから離れるにつ
れて細くなる形状を有する。
【００５８】
　図６に戻って、例えば、位置特定部３５ｅは、ＭＬＯ画像上での関心領域である第１の
関心領域の位置情報、ＣＣ画像上での関心領域である第２の関心領域の位置情報、ＭＬＯ
画像の撮影方向を示す情報、及びＣＣ画像の撮影方向を示す情報に基づいて、模式図上で
の第１の関心領域と第２の関心領域それぞれの位置情報を特定する。ここで、例えば、位
置特定部３５ｅは、マンモグラフィ画像を撮像したマンモグラフィ装置の装置座標系で表
される位置情報に基づいて、模式図上での関心領域の位置を特定する。
【００５９】
　図８は、第１の実施形態に係る位置特定部３５ｅによって行われる模式図上での関心領
域の位置情報の特定を説明するための図である。図８に示す例は、マンモグラフィ装置の
装置座標系で表される撮影方向に基づいて、マンモグラフィ画像上での位置情報を模式図
上での位置情報に変換する方法の一例である。なお、ここでは、図７に示した乳腺領域の
模式図が用いられる場合の例を説明する。
【００６０】
　まず、位置特定部３５ｅは、マンモグラフィ装置の装置座標系に基づいて、乳腺領域の
模式図における乳房領域（Ａ～Ｄ領域）に対応する領域の位置情報と、マンモグラフィ画
像に設定された関心領域の位置情報とを特定する。例えば、位置特定部３５ｅは、ＭＬＯ
画像及びＣＣ画像を用いて、乳房領域に対応する領域の位置情報と、ＭＬＯ画像及びＣＣ
画像それぞれに設定された関心領域の位置情報とを特定する。
【００６１】
　まず、位置特定部３５ｅは、ＣＣ画像において、検出器上のＸ＿ＣＣ軸、Ｙ＿ＣＣ軸、
及び原点を設定する。例えば、位置特定部３５ｅは、検出器が有する矩形状の検出面の４
つの頂点の中で被検体側に配置される２つの頂点のうち、乳房の上側に対応する頂点を、
原点として設定する。また、位置特定部３５ｅは、ＣＣ画像に描出されている皮膚表面Ｓ

＿ＣＣを検出する。ここで、皮膚表面Ｓ＿ＣＣを検出するための方法としては、一般的に
知られた各種の画像検出方法を用いることができる。
【００６２】
　そして、位置特定部３５ｅは、検出したＳ＿ＣＣ軸とＸ＿ＣＣ軸とが接する２つの点の
うち、原点に近い方の点をＣＣ＿１とし、原点から遠い方の点をＣＣ＿２とする。なお、
位置特定部３５ｅは、操作者からＣＣ画像上でＣＣ＿１及びＣＣ＿２それぞれの位置を指
定する操作を受け付け、その操作に基づいて各点を設定してもよい。その後、位置特定部
３５ｅは、点ＣＣ＿１から管球の方向へ投影して直線Ｌ＿ＣＣ１を生成し、点ＣＣ＿２か
ら管球の方向へ投影して直線Ｌ＿ＣＣ２を生成する。
【００６３】
　また、位置特定部３５ｅは、ＭＬＯ画像において、検出器上のＸ＿ＭＬＯ軸、Ｙ＿ＭＬ

Ｏ軸、及び原点を設定する。例えば、位置特定部３５ｅは、検出器が有する矩形状の検出
面の４つの頂点の中で被検体側に配置される２つの頂点のうち、乳房の外側に対応する頂
点を、原点として設定する。また、位置特定部３５ｅは、ＭＬＯ画像に描出されている皮
膚表面Ｓ＿ＭＬＯを検出する。ここで、皮膚表面Ｓ＿ＭＬＯを検出するための方法として
は、皮膚表面Ｓ＿ＣＣの検出と同様に、一般的に知られた各種の画像検出方法を用いるこ
とができる。その後、位置特定部３５ｅは、ＭＬＯ画像における乳房領域を検出する。
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【００６４】
　図９は、第１の実施形態に係る位置特定部３５ｅによって行われるＭＬＯ画像における
乳房領域の検出を説明するための図である。図９に示すように、位置特定部３５ｅは、一
次関数Ｙ＿ＭＬＯ＝ａＸ＿ＭＬＯ＋ｂ（ａは任意の正数）で表される直線Ｌ＿Ｓ１を定義
し、ｂの値を十分に小さい負値から順次大きくして、当該直線が皮膚表面Ｓ＿ＭＬＯと最
初に交わる点を検出する。そして、位置特定部３５ｅは、その点をＸ＿ＭＬＯ軸に対して
垂直に投影した点をＭＬＯ＿ｕｐｐｅｒとして設定する。
【００６５】
　さらに、位置特定部３５ｅは、一次関数Ｙ＿ＭＬＯ＝－ａＸ＿ＭＬＯ＋ｂ（ａは任意の
正数）で表される直線Ｌ＿Ｓ２を定義し、同様に、ｂの値を十分に小さい負値から順次大
きくして、当該直線が皮膚表面Ｓ＿ＭＬＯと最初に交わる点を検出する。そして、位置特
定部３５ｅは、その点をＸ＿ＭＬＯ軸に対して垂直に投影した点をＭＬＯ＿ｌｏｗｅｒと
して設定する。
【００６６】
　なお、ここで用いられる各一次関数におけるａの値及びｂの値は、あらかじめ所定値を
設定して記憶部３４等に記憶させておき、操作者からの指示に応じて変更してもよい。ま
た、例えば、位置特定部３５ｅが、ＭＬＯ画像に描出された乳頭の位置を検出し、検出し
た乳頭の位置と検出器の原点とを通る直線の傾きをａの値として用いてもよい。
【００６７】
　位置特定部３５ｅは、こうして設定した点ＭＬＯ＿ｕｐｐｅｒと点ＭＬＯ＿ｌｏｗｅｒ

との間の領域を、乳房領域として検出する。なお、位置特定部３５ｅは、操作者からＭＬ
Ｏ画像上で点ＭＬＯ＿ｕｐｐｅｒ及び点ＭＬＯ＿ｌｏｗｅｒそれぞれの位置を指定する操
作を受け付け、その操作に基づいて各点を設定してもよい。
【００６８】
　図８に戻って、さらに、位置特定部３５ｅは、点ＭＬＯ＿ｕｐｐｅｒから菅球の方向へ
投影して直線Ｌ＿ＭＬＯ＿ｕを生成し、点ＭＬＯ＿ｌｏｗｅｒから菅球の方向へ投影して
直線Ｌ＿ＭＬＯ＿ｌを生成する。そして、位置特定部３５ｅは、直線Ｌ＿ＣＣ１、直線Ｌ

＿ＣＣ２、直線Ｌ＿ＭＬＯ＿ｕ及び直線Ｌ＿ＭＬＯ＿ｌで囲まれた領域に内接する楕円Ｅ
を算出する。なお、楕円Ｅは、正円となる場合もあり得る。
【００６９】
　続いて、位置特定部３５ｅは、ＭＬＯ画像に設定されている関心領域（ＲＯＩ：Region
　Of　Interest）からＸ＿ＭＬＯ軸に対して垂直に投影した点をＲＯＩ＿ＭＬＯとし、Ｃ
Ｃ画像に設定されている関心領域（ＲＯＩ）からＸ＿ＭＬＯ軸に対して垂直に投影した点
をＲＯＩ＿ＣＣとする。さらに、位置特定部３５ｅは、点ＲＯＩ＿ＭＬＯから管球の方向
へ投影した直線と点ＲＯＩ＿ＣＣから管球の方向へ投影した直線とが交わる領域をＭとす
る。ここで、ＭＬＯ画像及びＣＣ画像それぞれに設定された関心領域が点であった場合に
は、領域Ｍは点となり、ＭＬＯ画像及びＣＣ画像それぞれに設定された関心領域の少なく
とも一方が範囲であった場合には、領域Ｍは面積を有する領域となる。
【００７０】
　また、位置特定部３５ｅは、楕円Ｅの中心位置を乳頭位置Ｎとして設定する。なお、位
置特定部３５ｅは、ＭＬＯ画像から乳頭位置Ｎ＿ＭＬＯを抽出し、ＣＣ画像から乳頭位置
Ｎ＿ＣＣを抽出して、乳頭位置Ｎ＿ＭＬＯから管球方向へ投影した直線と乳頭位置Ｎ＿Ｃ

Ｃから管球方向へ投影した直線との交点を、楕円Ｅにおける乳頭位置として設定してもよ
い。ここで、乳頭位置Ｎを検出する方法は、一般的に知られた各種の画像検出方法を用い
ることができる。
【００７１】
　次に、位置特定部３５ｅは、マンモグラフィ装置の装置座標系に基づいて、乳腺領域の
模式図におけるＣ’領域に対応する領域の位置情報を特定する。例えば、位置特定部３５
ｅは、ＣＣ画像が撮像された際の管球位置と乳頭位置Ｎとを通る直線と楕円Ｅとが交わる
２つの交点のうち、検出器に近い側の点をＡとし、ＭＬＯ画像が撮像された際の管球位置
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と乳頭位置Ｎとを通る直線と楕円Ｅとが交わる２つの交点のうち、検出器に近い側の点を
Ｂとする。
【００７２】
　また、位置特定部３５ｅは、ＭＬＯ画像が撮像された際の検出器の最端点であるＸ＿Ｍ

ＬＯ軸の原点から管球方向へ投影した直線と、Ｘ＿ＭＬＯ軸に平行であり、かつ楕円Ｅに
おける乳頭位置Ｎを通る直線とが交わる点をＣとする。そして、位置特定部３５ｅは、点
Ａと点Ｃとを結ぶ線分と、点Ｂと点Ｃとを結ぶ線分と、楕円Ｅとで囲まれた領域Ａ－Ｂ－
Ｃを、Ｃ’領域に対応する領域として特定する。
【００７３】
　その後、位置特定部３５ｅは、特定した楕円Ｅの領域の位置情報、Ｃ’領域に対応する
領域の位置情報、及び、関心領域を示す領域Ｍの位置情報を、それぞれ模式図上での位置
情報に変換することで、模式図上での関心領域の位置情報を特定する。
【００７４】
　図１０は、本実施形態に係る位置特定部３５ｅによって行われる模式図上での関心領域
の位置情報の特定を説明するための図である。例えば、図１０の左上から左中段に示すよ
うに、位置特定部３５ｅは、楕円Ｅの領域、Ｃ’領域に対応する領域、及び、関心領域を
示す領域Ｍを、それぞれ乳腺領域の模式図の形状に合うように拡大又は縮小することで、
各領域の位置情報を模式図上での位置情報に変換する。
【００７５】
　まず、位置特定部３５ｅは、楕円Ｅの領域の位置情報を、乳腺領域の模式図において乳
房領域を表す円形の領域の位置情報に変換する。ここで、楕円Ｅの領域の位置情報を円形
の領域の位置情報に変換する方法としては、一般的に知られた各種の座標変換方法を用い
ることができる。例えば、位置特定部３５ｅは、所定の変換行列を用いて楕円の位置座標
を円の位置座標に変換する方法を用いる。
【００７６】
　図１１は、第１の実施形態に係る位置特定部３５ｅによって行われる領域変換の一例を
説明するための図である。例えば、図１１に示すように、変換前の楕円の位置座標を（Ｘ
，Ｙ）＝（Ｘ１，Ｘ２）で表し、変換後の円の位置座標を（Ｘ’，Ｙ’）＝（Ｘ１’，Ｘ

２’）で表すと、楕円の位置座標は、変換行列Ａｋｓを用いて、以下の式（１）で表すこ
とができる。
【００７７】
【数１】

【００７８】
　ここで、対称行列Ｆｋｓを以下の式（２）のように、ｂ、ｃ、ｄで表すと、式（１）に
おける変換行列Ａｋｓは、以下の式（３）のように表すことができる。
【００７９】

【数２】

【数３】

【００８０】
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　すなわち、この例では、変換後の円の大きさに応じて、ｂ、ｃ、ｄの値を適宜に設定し
て変換行列Ａｋｓを求めることによって、楕円を所望の大きさの円に変換することができ
る。したがって、位置特定部３５ｅは、この方法を用いて、乳腺領域の模式図の大きさに
応じて適宜にｂ、ｃ、ｄを設定することで、楕円Ｅの領域を、乳腺領域の模式図における
乳房領域（Ａ～Ｄ領域）に対応する円形の領域に変換することができる。
【００８１】
　その後、位置特定部３５ｅは、楕円Ｅの変換に用いた変換行列Ａｋｓと同じ変換行列を
用いてＣ’領域及び領域Ｍもそれぞれ変換することで、Ｃ’領域及び領域Ｍそれぞれの位
置情報を、乳腺領域の模式図における位置情報に変換する。
【００８２】
　なお、例えば、ＣＣ画像に関心領域が設定されていない場合には、位置特定部３５ｅは
、模式図上での関心領域として、ＭＬＯ画像に設定された関心領域を楕円Ｅに投影した直
線の領域を特定する。同様に、例えば、ＭＬＯ画像に関心領域が設定されていない場合に
は、位置特定部３５ｅは、模式図上での関心領域として、ＣＣ画像に設定された関心領域
を楕円Ｅに投影した直線の領域を特定する。
【００８３】
　図１０に戻って、位置特定部３５ｅは、楕円Ｅの領域、Ｃ’領域に対応する領域、及び
、関心領域を示す領域Ｍそれぞれの位置情報を模式図上での位置情報に変換した後に、例
えば、図１０の左下から右下に示すように、模式図上における各領域の位置情報に基づい
て、乳腺領域の模式図のテンプレート上に関心領域を示す領域Ｍを配置した表示情報を生
成する。なお、ここでいう表示情報は、例えば、ＪＰＥＧ（Joint　Photographic　Exper
ts　Group）やＧＩＦ（Graphics　Interchange　Format）、ビットマップなどの形式の画
像データとして生成される。
【００８４】
　そして、位置特定部３５ｅは、生成した表示情報を、対応するマンモグラフィ画像と関
連付けて記憶部３４に記憶させる。例えば、位置特定部３５ｅは、生成した表示情報をマ
ンモグラフィ画像に付帯情報として付帯させて、マンモグラフィ画像の画像データととも
に画像データ記憶部３４ａに記憶させる。または、位置特定部３５ｅは、生成した表示情
報を対象の被検体に割り当てられている患者ＩＤと対応付けて、画像データ記憶部３４ａ
に記憶させる。
【００８５】
　なお、例えば、位置特定部３５ｅは、模式図のテンプレートを用いて表示情報を生成す
る際に、模式図上での関心領域の位置情報を示すだけでなく、乳腺密度が所定値より高い
領域や、石灰化している領域、腫瘍の領域などをマンモグラフィ画像から抽出して、模式
図上に表示してもよい。例えば、位置特定部３５ｅは、模式図上でこれらの領域に対応す
る部分について、領域の種類ごとに模式図の色とは異なる色で表示したり、あらかじめ領
域の種類ごとに決められたマークを表示したりする。
【００８６】
　こうして位置特定部３５ｅによって生成された表示情報は、例えば、後述する送信部３
５ｆによって、画像表示装置４０又は超音波診断装置２０に送信される。そして、表示情
報を受信した画像表示装置４０又は超音波診断装置２０は、受信した表示情報に基づいて
、それぞれ所定の表示形式で、模式図上での関心領域の位置情報を表示部３２に出力する
。
【００８７】
　例えば、画像表示装置４０又は超音波診断装置２０は、超音波診断時の参考情報として
、模式図上での関心領域の位置情報を出力する。また、例えば、画像表示装置４０又は超
音波診断装置２０は、超音波診断を受けている受診者の患者ＩＤに対応する模式図上での
位置情報を出力する。
【００８８】
　図１２は、第１の実施形態に係る画像表示装置４０によって表示される表示情報の一例
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を示す図である。例えば、図１２に示すように、画像表示装置４０は、マンモグラフィ画
像６１～６４、乳腺領域の模式図６５及び６６、患者ＩＤ領域６７、所見表示領域６８を
それぞれ配置した参照画面を表示部４２に表示する。
【００８９】
　ここで、例えば、マンモグラフィ画像６１は、被検体の左側の乳房に関するＣＣ画像で
あり、マンモグラフィ画像６２は、被検体の左側の乳房に関するＭＬＯ画像である。また
、マンモグラフィ画像６３は、被検体の右側の乳房に関するＭＬＯ画像であり、マンモグ
ラフィ画像６４は、被検体の右側の乳房に関するＣＣ画像である。また、患者ＩＤ領域６
７は、患者ＩＤを表示するための領域であり、所見表示領域６８は、被検体のマンモグラ
フィ画像に関する所見情報を表示するための領域である。
【００９０】
　また、模式図６５は、被検体の左側の乳房における乳腺領域を示しており、模式図６６
は、被検体の右側の乳房における乳腺領域を示している。ここで、模式図６５及び６６は
、それぞれ、画像表示装置４０から送信された表示情報に基づいて表示される乳腺領域の
模式図であり、例えば、模式図上に関心領域を示す矩形状のマークＲが表示される。
【００９１】
　図６に戻って、送信部３５ｆは、操作者からの指示に応じて、位置特定部３５ｅによっ
て生成された表示情報を画像表示装置４０又は超音波診断装置２０に送信する。具体的に
は、送信部３５ｆは、入力部３１を介して、画像処理装置３０又は超音波診断装置２０の
操作者から表示情報の送信指示を受け付ける。そして、送信部３５ｆは、表示情報の送信
指示を受け付けると、操作者によって指定された表示情報を記憶部３４から読み出して、
画像表示装置４０又は超音波診断装置２０に送信する。
【００９２】
　なお、例えば、送信部３５ｆは、画像表示装置４０又は超音波診断装置２０からの要求
に応じて、位置特定部３５ｅによって生成された表示情報を画像表示装置４０又は超音波
診断装置２０に送信してもよい。この場合には、例えば、送信部３５ｆは、通信制御部３
３を介して、画像表示装置４０又は超音波診断装置２０から表示情報の要求を受け付ける
。そして、送信部３５ｆは、表示情報の要求を受け付けると、要求された表示情報を記憶
部３４から読み出す。例えば、送信部３５ｆは、表示情報が患者ＩＤと対応付けて記憶部
３４に記憶されている場合には、画像表示装置４０又は超音波診断装置２０からの要求と
して患者ＩＤを受け付け、受け付けた患者ＩＤに対応付けられている表示情報を読み出す
。そして、送信部３５ｆは、読み出した表示情報を、要求を送信した画像表示装置４０又
は超音波診断装置２０に送信する。
【００９３】
　図１３は、第１の実施形態に係る画像処理装置３０によって行われる処理の処理手順を
示すフローチャートである。図１３に示すように、画像処理装置３０は、操作者からマン
モグラフィ画像及び所見情報の表示指示を受け付けた場合に（ステップＳ１０１，Ｙｅｓ
）、画像データ取得部３５ａが、被検体の左右それぞれの乳房について、ＭＬＯ方向のマ
ンモグラフィ画像及びＣＣ方向のマンモグラフィ画像を取得する（ステップＳ１０２、Ｓ
１０３）。また、所見情報作成部３５ｂが、被検体の乳房に関する所見情報を作成する（
ステップＳ１０４）。
【００９４】
　続いて、表示制御部３５ｃが、マンモグラフィ画像を参照するための参照画面を表示部
３２に表示する（ステップＳ１０５）。その後、領域設定部３５ｄが、入力部３１を介し
て、参照画面に配置されたＭＬＯ方向のマンモグラフィ画像上で所望の範囲を指定する操
作を操作者から受け付け、指定範囲を関心領域として設定する（ステップＳ１０６）。ま
た、領域設定部３５ｄは、入力部３１を介して、参照画面に配置されたＣＣ方向のマンモ
グラフィ画像上で所望の範囲を指定する操作を操作者から受け付け、指定範囲を関心領域
として設定する（ステップＳ１０７）。
【００９５】
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　そして、ＭＬＯ方向のマンモグラフィ画像及びＣＣ方向のマンモグラフィ画像それぞれ
に関心領域が設定されると（ステップＳ１０８，Ｙｅｓ）、位置特定部３５ｅが、各画像
に設定された関心領域の位置情報と、各画像の撮像方向を示す情報に基づいて、模式図上
での関心領域の位置情報を特定する（ステップＳ１０９）。その後、位置特定部３５ｅは
、特定した模式図上での関心領域の位置情報を、例えば、画像表示装置４０、超音波診断
装置２０などに出力する（ステップＳ１１０）。
【００９６】
（第１の実施形態の変形例）
　なお、上述した第１の実施形態では、位置特定部３５ｅが、マンモグラフィ画像を撮像
したマンモグラフィ装置の装置座標系で表される位置情報に基づいて、模式図上での関心
領域の位置を特定する場合の例を説明したが、実施形態はこれに限られない。例えば、位
置特定部３５ｅは、マンモグラフィ画像から所定の画像処理によって模式図上での関心領
域の位置情報を特定してもよい。
【００９７】
　図１４は、第１の実施形態の変形例に係る位置特定部３５ｅによって行われる模式図上
での関心領域の位置情報の特定を説明するための図である。例えば、図１４に示すように
、位置特定部３５ｅは、ＭＬＯ画像を、乳頭を通る直線Ｌ＿ＭＬＯで、腹部側の領域と頭
部側の領域とに分割する。また、位置特定部３５ｅは、直線Ｌ＿ＭＬＯと平行であり、か
つ、ＭＬＯ画像に設定された関心領域（図１４に示す破線の円の領域）を含む幅の領域を
、Ｒ＿ＭＬＯとして設定する。
【００９８】
　さらに、位置特定部３５ｅは、ＣＣ画像を、乳頭を通る直線Ｌ＿ＣＣで、内側の領域（
Ａ－Ｂ領域に対応する領域）と外側の領域（Ｃ－Ｄ領域に対応する領域）とに分割する。
また、位置特定部３５ｅは、分割した２つの領域のうち、ＣＣ画像に設定された関心領域
（図１４に示す破線の円の領域）を含む領域を、Ｒ＿ＣＣとして設定する。
【００９９】
　その後、位置特定部３５ｅは、領域Ｒ＿ＭＬＯ及び領域Ｒ＿ＣＣそれぞれの位置情報に
基づいて、模式図上での領域Ｒ＿ＭＬＯと領域Ｒ＿ＣＣとの重複部分の位置情報を特定す
る。そして、位置特定部３５ｅは、特定した位置情報に基づいて、乳腺領域の模式図のテ
ンプレート上に領域Ｒ＿ＭＬＯと領域Ｒ＿ＣＣとの重複部分を配置した表示情報を生成す
る。
【０１００】
　なお、例えば、位置特定部３５ｅは、模式図のテンプレートを用いて表示情報を生成す
る際に、模式図上での関心領域の位置情報として、さらに、関心領域の深さ情報を表示し
てもよい。例えば、位置特定部３５ｅは、ＣＣ画像をＹ方向にＮ等分し（Ｎは任意の整数
）、関心領域の位置をＮ分位法で表示する。一例として、例えば、位置特定部３５ｅは、
ＣＣ画像をＹ方向に４等分し、胸壁と反対の側から数えて２番目の部分に関心領域が設定
されていた場合には、「二四分位」と表示する。
【０１０１】
　上述したように、第１の実施形態では、画像処理装置３０が、被検体の乳房を撮像した
マンモグラフィ画像に関心領域を設定し、当該マンモグラフィ画像上での関心領域の位置
情報と、当該マンモグラフィ画像の撮影方向を示す情報とに基づいて、乳房を模式的に表
した模式図上での関心領域の位置情報を特定して出力する。これにより、例えば、マンモ
グラフィ検査の技師が、画像処理装置３０を用いてマンモグラフィ画像に関心領域を設定
し、超音波検査の技師が、画像表示装置４０又は超音波診断装置２０を用いて、マンモグ
ラフィ検査の技師によって設定された関心領域に対応する位置を模式図上で容易に把握す
ることができるようになり、乳腺画像診断の精度を高めることができる。
【０１０２】
　図１５は、第１の実施形態に係るマンモグラフィ画像と模式図との関係を説明するため
の図である。例えば、図１５に示すように、マンモグラフィ画像を見ただけでは、ＭＬＯ
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画像とＣＣ画像とに設定された関心領域（図１５に破線で示す円の領域）が、乳房超音波
撮像時にどの位置に対応するのかが把握しにくい場合もある。そのような場合でも、第１
の実施形態によれば、乳房を模式的に表した模式図上に関心領域を示すマークＲが表示さ
れるので、超音波検査の技術者が、超音波診断で検査すべき乳房の位置を容易に把握する
ことができるようになる。
【０１０３】
　なお、上述した第１の実施形態では、ＭＬＯ画像及びＣＣ画像それぞれに設定された関
心領域に基づいて、模式図上に関心領域を表示する場合の例を説明したが、実施形態はこ
れに限られない。例えば、マンモグラフィ装置による撮影では、胸壁の湾曲や固定組織と
可動性組織との関係等によってブラインドエリアが生じることが知られているが、このブ
ラインドエリアに病変部が存在していた場合には、マンモグラフィ画像上に関心領域が設
定されない場合もあり得る。
【０１０４】
　図１６は、ＭＬＯ画像の撮影におけるブラインドエリアを示す図であり、図１７は、Ｃ
Ｃ画像の撮影におけるブラインドエリアを示す図である。例えば、図１６に示すように、
ＭＬＯ画像の撮影では、乳房の上部内側（図１６の左図を参照）及び下部（図１６の右図
を参照）にブラインドエリア３０１が生じやすい。また、例えば、図１７に示すように、
ＣＣ画像の撮影では、乳房の上部（図１７の右図を参照）及び外側の腋窩に近い側（図１
７の左図を参照）にブラインドエリア３０２が生じやすい。
【０１０５】
　ここで、例えば、ＭＬＯ画像の撮影又はＣＣ画像の撮影で生じたブラインドエリアに病
変部が存在していた場合には、ＭＬＯ画像及びＣＣ画像の少なくとも一方に関心領域が設
定されない場合もあり得る。例えば、図１６の左図に示すように、乳房の上部内側のブラ
インドエリアに病変部３０３が存在していた場合には、その病変部３０３がＭＬＯ画像に
描出されず、その結果、ＭＬＯ画像に関心領域が設定されない場合がある。また、例えば
、図１７の右図に示すように、乳房の上部のブラインドエリアに病変部３０４が存在して
いた場合には、その病変部３０４がＣＣ画像に描出されず、その結果、ＣＣ画像に関心領
域が設定されない場合がある。
【０１０６】
　このようなことから、例えば、ＭＬＯ画像及びＣＣ画像の少なくとも一方に関心領域が
設定されない場合に、乳房の模式図上に、ブラインドエリアを示す情報をさらに表示する
ようにしてもよい。この場合には、例えば、画像処理装置３０において、位置特定部３５
ｅが、マンモグラフィ画像に基づいて、ブラインドエリアが生じているか否かをさらに特
定する。そして、位置特定部３５ｅは、特定した結果に基づいて、模式図上での関心領域
の位置情報に加えて、模式図上でのブラインドエリアの位置情報を示した表示情報を生成
する。そして、例えば、画像表示装置４０又は超音波診断装置２０が、位置特定部３５ｅ
によって生成された表示情報に基づいて、模式図上での関心領域の位置情報とともに、模
式図上でのブラインドエリアの位置情報をさらに出力する。
【０１０７】
　例えば、位置特定部３５ｅは、図８～１１に示した方法で関心領域を特定する際に、ま
ず、ＭＬＯ画像及びＣＣ画像それぞれに関心領域が設定されているか否かを検出する。そ
して、位置特定部３５ｅは、ＣＣ画像には関心領域が設定されているが、ＭＬＯ画像には
関心領域が設定されていない場合には、ＭＬＯ画像にブラインドエリアが生じていること
を特定する。また、位置特定部３５ｅは、ＭＬＯ画像には関心領域が設定されているが、
ＣＣ画像には関心領域が設定されていない場合には、ＣＣ画像にブラインドエリアが生じ
ていることを特定する。そして、位置特定部３５ｅは、特定した結果に基づいて、乳腺領
域の模式図のテンプレート上に、関心領域の位置情報とともに、ブラインドエリアの位置
情報を表示した表示情報を生成する。
【０１０８】
　図１８及び１９は、第１の実施形態の変形例に係る位置特定部３５ｅによって行われる
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ブラインドエリアの表示を説明するための図である。例えば、位置特定部３５ｅは、ＭＬ
Ｏ画像にブラインドエリアが生じていることを特定した場合には、図１８に示すように、
図７に示した模式図のＡ領域を他の領域とは異なる表示態様で表示する。このとき、例え
ば、位置特定部３５ｅは、Ａ領域を他の領域とは異なる色で表示したり、異なる模様で表
示したりする。なお、図１８では、領域Ａ全体の表示態様を変える場合の例を示している
が、例えば、領域Ａの一部について、表示態様を変えてもよい。例えば、領域Ａの外周部
に近い部分について、表示態様を変えてもよい。
【０１０９】
　ここで、前述したように、第１の実施形態では、ＭＬＯ画像に関心領域が設定されてい
ない場合には、位置特定部３５ｅは、模式図上での関心領域として、ＣＣ画像に設定され
た関心領域を投影した直線の領域を特定する。この結果、例えば、図１８に示すように、
模式図上には、直線状の関心領域Ｒが表示される。このような表示によれば、例えば、超
音波検査の技師が、直線状の関心領域Ｒの中でも、特に、Ａ領域に対応する部分について
、注意して超音波検査を行う必要があると判断することができる。
【０１１０】
　また、例えば、位置特定部３５ｅは、ＣＣ画像にブラインドエリアが生じていることを
特定した場合には、図１９に示すように、図７に示した模式図の代わりに、乳房を側方か
らみた形状の模式図のテンプレート３０５を用いる。このとき、例えば、位置特定部３５
ｅは、右側の乳房のＣＣ画像にブラインドエリアが生じていた場合には、右側乳房用の模
式図を用い、左側の乳房のＣＣ画像にブラインドエリアが生じていた場合には、左側乳房
用の模式図を用いる。ここで、例えば、右側乳房用の模式図と左側乳房用の模式図とは、
左右方向に互いに対称な形状に定義される。
【０１１１】
　そして、位置特定部３５ｅは、模式図のテンプレート３０５上に、関心領域の位置情報
とともに、ＣＣ画像の撮影におけるブラインドエリアの一般的な形状を表す領域を示した
表示情報を生成する。例えば、位置特定部３５ｅは、模式図上において、乳房の上部に生
じるブラインドエリアを示す領域３０６を、他の領域とは異なる表示態様で表示する。こ
のとき、例えば、位置特定部３５ｅは、領域３０６を他の領域とは異なる色で表示したり
、異なる模様で表示したりする。
【０１１２】
　ここで、前述したように、第１の実施形態では、ＣＣ画像に関心領域が設定されていな
い場合には、位置特定部３５ｅは、模式図上での関心領域として、ＭＬＯ画像に設定され
た関心領域を投影した直線の領域を特定する。この結果、例えば、図１９に示すように、
模式図上には、直線状の関心領域Ｒが表示される。このような表示によれば、例えば、超
音波検査の技師が、直線状の関心領域Ｒの中でも、特に、乳房の上部に近い側について、
注意して超音波検査を行う必要があると判断することができる。
【０１１３】
　なお、ここでは、位置特定部３５ｅが、ＭＬＯ画像及びＣＣ画像の一方に関心領域が設
定されていない場合に、自動的に、模式図上にブラインドエリアの位置情報を表示する場
合の例を説明したが、実施形態はこれに限られない。例えば、位置特定部３５ｅは、操作
者からの指示に基づいて、ブラインドエリアとして表示すべき領域を表示してもよい。こ
の場合には、例えば、位置特定部３５ｅは、ＭＬＯ画像及びＣＣ画像の一方に関心領域が
設定されていない場合に、関心領域が設定されていないマンモグラフィ画像上で、ブライ
ンドエリアとして表示すべき領域の範囲を指定する操作を操作者から受け付ける。そして
、位置特定部３５ｅは、操作者によって指定された範囲に基づいて、模式図のテンプレー
ト上にブラインドエリアを表示する。
【０１１４】
　また、ここでは、ＭＬＯ画像及びＣＣ画像の少なくとも一方に関心領域が設定されてい
ない場合に、乳房の模式図上にブラインドエリアを表示する場合の例を説明したが、実施
形態はこれに限られない。
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【０１１５】
　例えば、位置特定部３５ｅが、ＭＬＯ画像及びＣＣ画像の一方のみに設定された関心領
域に基づいて、模式図上での関心領域の位置情報を特定してもよい。この場合には、例え
ば、位置特定部３５ｅは、図１４に示した方法で関心領域を特定する際に、まず、ＭＬＯ
画像及びＣＣ画像それぞれに関心領域が設定されているか否かを検出する。そして、位置
特定部３５ｅは、関心領域の検出結果に応じて、模式図上に関心領域を配置した表示情報
を生成する。
【０１１６】
　図２０及び２１は、第１の実施形態の変形例に係る模式図上での関心領域の位置情報の
特定を説明するための図である。例えば、位置特定部３５ｅは、ＣＣ画像には関心領域（
図２０に示す破線の円の領域）が設定されているが、ＭＬＯ画像には関心領域が設定され
ていない場合には、図２０に示すように、ＣＣ画像を、乳頭を通る直線Ｌ＿ＣＣで、内側
の領域（Ａ－Ｂ領域に対応する領域）と外側の領域（Ｃ－Ｄ領域に対応する領域）とに分
割し、分割した２つの領域のうち、ＣＣ画像に設定された関心領域を含む領域を、Ｒ＿Ｃ

Ｃとして設定する。また、位置特定部３５ｅは、マンモグラフィ装置の装置座標系で表さ
れる領域Ｒ＿ＣＣの位置情報に基づいて、模式図上での領域Ｒ＿ＣＣの位置情報を特定す
る。そして、位置特定部３５ｅは、特定した位置情報に基づいて、乳腺領域の模式図のテ
ンプレート上に領域Ｒ＿ＣＣを配置した表示情報を生成する。例えば、位置特定部３５ｅ
は、ＣＣ画像において内側の領域に関心領域が設定されていた場合には、模式図上のＡ－
Ｂ領域に、関心領域として領域Ｒ＿ＣＣを示す枠線を表示する。また、例えば、位置特定
部３５ｅは、ＣＣ画像において外側の領域に関心領域が設定されていた場合には、模式図
上のＣ－Ｄ領域に、関心領域として領域Ｒ＿ＣＣを示す枠線を表示する。
【０１１７】
　また、例えば、位置特定部３５ｅは、ＭＬＯ画像には関心領域（図２１に示す破線の円
の領域）が設定されているが、ＣＣ画像には関心領域が設定されていない場合には、図２
１に示すように、ＭＬＯ画像を、乳頭を通る直線Ｌ＿ＭＬＯで、腹部側の領域と頭部側の
領域とに分割する。また、位置特定部３５ｅは、直線Ｌ＿ＭＬＯと平行であり、かつ、Ｍ
ＬＯ画像に設定された関心領域（図２１に示す破線の円の領域）を含む幅の領域を、Ｒ＿

ＭＬＯとして設定する。また、位置特定部３５ｅは、領域Ｒ＿ＭＬＯの位置情報に基づい
て、模式図上での領域Ｒ＿ＭＬＯの位置情報を特定する。そして、位置特定部３５ｅは、
特定した位置情報に基づいて、乳腺領域の模式図のテンプレート上に領域Ｒ＿ＭＬＯを配
置した表示情報を生成する。なお、位置特定部３５ｅは、腹部側の領域及び頭部側の領域
のうち、ＭＬＯ画像に設定された関心領域を含む領域の全体を、Ｒ＿ＭＬＯとして設定し
てもよい。例えば、位置特定部３５ｅは、ＭＬＯ画像において腹部側の領域に関心領域が
設定されていた場合には、模式図上のＤ－Ｂ領域に、関心領域として領域Ｒ＿ＭＬＯを示
す枠線を表示する。また、例えば、位置特定部３５ｅは、ＭＬＯ画像において頭部側の領
域に関心領域が設定されていた場合には、模式図上のＡ－Ｃ領域に、関心領域として領域
Ｒ＿ＭＬＯを示す枠線を表示する。
【０１１８】
　このように、位置特定部３５ｅが、ＭＬＯ画像及びＣＣ画像の一方に関心領域が設定さ
れていない場合でも、関心領域が設定されている方のマンモグラフィ画像に基づいて、模
式図上での関心領域の位置情報を特定する。これにより、ＭＬＯ画像又はＣＣ画像にブラ
インドエリアが生じていた場合でも、少なくとも一方のマンモグラフィ画像に設定された
関心領域の位置が模式図上で示されるので、超音波検査の技師を支援することができる。
【０１１９】
（第２の実施形態）
　上述した第１の実施形態では、画像処理装置３０が、マンモグラフィ画像に関心領域を
設定し、模式図上での関心領域の位置情報を特定する場合の例を説明した。これに対し、
第２の実施形態では、画像表示装置４０が、マンモグラフィ画像に関心領域を設定し、模
式図上での関心領域の位置情報を特定する場合の例を説明する。なお、第２の実施形態に
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係る医用情報処理システムが有する装置の構成は、図１に示したものと同じである。
【０１２０】
　図２２は、第２の実施形態に係る画像表示装置４０の構成例を示す図である。図２２に
示すように、画像表示装置４０は、入力部４１と、表示部４２と、通信制御部４３と、記
憶部４４と、制御部４５とを有する。
【０１２１】
　入力部４１は、操作から各種操作や各種情報の入力を受け付ける。例えば、入力部４１
は、ボタンやタッチパネル、ペンタブレットなどである。
【０１２２】
　表示部４２は、操作者から各種操作を受け付けるためのＧＵＩや各種画像を表示する。
例えば、表示部４２は、液晶ディスプレイやタッチパネルなどである。
【０１２３】
　通信制御部４３は、ネットワーク５０を介して他の装置との間で行われる通信を制御す
る。例えば、通信制御部４３は、無線ＬＡＮを介してネットワーク５０に接続することで
、他の装置との間で無線通信を行う。
【０１２４】
　記憶部４４は、ハードディスクや半導体メモリなどの記憶装置であり、各種情報を記憶
する。具体的には、記憶部４４は、画像データ記憶部４４ａと、所見情報記憶部４４ｂと
を有する。
【０１２５】
　画像データ記憶部４４ａは、被検体の乳房を撮像したマンモグラフィ画像と、当該マン
モグラフィ画像の撮影方向を示す情報とを記憶する。具体的には、画像データ記憶部４４
ａは、第１の実施形態で説明した画像データ記憶部３４ａと同様に、マンモグラフィ画像
と撮影方向を示す情報とを、画像ごとに関連付けて記憶する。被検体の乳房を撮像したマ
ンモグラフィ画像を記憶する。この画像データ記憶部４４ａには、後述する画像データ取
得部４５ａによってマンモグラフィ画像が格納される。
【０１２６】
　所見情報記憶部４４ｂは、被検体のマンモグラフィ画像に関する所見情報を記憶する。
この所見情報記憶部４４ｂには、後述する所見情報取得部４５ｂによって所見情報が格納
される。
【０１２７】
　制御部４５は、ＣＰＵ及びメモリを有し、それらを用いて各種プログラムを実行させる
ことで、画像表示装置４０の動作を制御する。具体的には、制御部４５は、画像データ取
得部４５ａと、所見情報取得部４５ｂと、表示制御部４５ｃと、領域設定部４５ｄと、位
置特定部４５ｅとを有する。
【０１２８】
　画像データ取得部４５ａは、被検体の乳房を撮像したマンモグラフィ画像と、当該マン
モグラフィ画像の撮影方向を示す情報とを取得する。なお、画像データ取得部４５ａは、
被検体の左右それぞれの乳房について、ＭＬＯ方向のマンモグラフィ画像及びＣＣ方向の
マンモグラフィ画像を取得する。
【０１２９】
　具体的には、画像データ取得部４５ａは、通信制御部４３を介して画像処理装置３０と
通信を行うことで、診断対象の被検体に関するマンモグラフィ画像と、当該マンモグラフ
ィ画像の撮影方向を示す情報とを取得し、取得したマンモグラフィ画像と撮影方向を示す
情報とを画像データ記憶部４４ａに格納する。なお、画像データ取得部４５ａは、通信制
御部４３を介してマンモグラフィ装置１０と通信を行うことで、診断対象の被検体に関す
るマンモグラフィ画像と、当該マンモグラフィ画像の撮影方向を示す情報とを取得しても
よい。
【０１３０】
　所見情報取得部４５ｂは、被検体の乳房に関する所見情報を取得する。具体的には、所
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見情報取得部４５ｂは、通信制御部４３を介して画像処理装置３０と通信を行うことで、
診断対象の被検体に関するマンモグラフィ画像の所見情報を取得する。そして、所見情報
取得部４５ｂは、取得した所見情報を所見情報記憶部４４ｂに格納する。
【０１３１】
　表示制御部４５ｃは、マンモグラフィ画像を参照するための参照画面を表示部４２に表
示する。具体的には、表示制御部４５ｃは、入力部４１を介して操作者から表示要求を受
け付けた場合に、診断対象の被検体に関するマンモグラフィ画像を画像データ記憶部４４
ａから読み出し、診断対象の被検体に関する所見情報を所見情報記憶部４４ｂから読み出
す。そして、表示制御部４５ｃは、読み出したマンモグラフィ画像及び所見情報を配置し
た参照画面を表示部４２に表示する。
【０１３２】
　領域設定部４５ｄは、マンモグラフィ画像に関心領域を設定する。具体的には、領域設
定部４５ｄは、第１の実施形態で説明した領域設定部３５ｄと同様の方法で、マンモグラ
フィ画像に関心領域を設定する。例えば、領域設定部４５ｄは、被検体の左右それぞれの
乳房について、ＭＬＯ画像及びＣＣ画像それぞれに関心領域を設定する。
【０１３３】
　位置特定部４５ｅは、マンモグラフィ画像上での関心領域の位置情報と、撮影方向を示
す情報とに基づいて、乳房を模式的に表した模式図上での関心領域の位置情報を特定する
。具体的には、位置特定部４５ｅは、第１の実施形態で説明した位置特定部３５ｅと同様
の方法で、模式図上での関心領域の位置情報を特定する。
【０１３４】
　その後、位置特定部４５ｅは、第１の実施形態で説明した位置特定部３５ｅと同様に、
乳腺領域の模式図のテンプレート上に関心領域を示す領域を配置した表示情報を生成する
。そして、位置特定部４５ｅは、例えば、生成した表示情報に基づいて、図１２に示した
参照画面を表示部４２に表示する。
【０１３５】
　上述したように、第２の実施形態では、画像表示装置４０が、被検体の乳房を撮像した
マンモグラフィ画像に関心領域を設定し、当該マンモグラフィ画像上での関心領域の位置
情報と、当該マンモグラフィ画像の撮影方向を示す情報とに基づいて、乳房を模式的に表
した模式図上での関心領域の位置情報を特定して出力する。これにより、例えば、超音波
検査の技師が、画像表示装置４０を用いて、マンモグラフィ画像上で設定された関心領域
に対応する位置を模式図上で容易に把握することができるようになり、乳腺画像診断の精
度を高めることができる。
【０１３６】
（第３の実施形態）
　上述した第１及び第２の実施形態では、画像処理装置３０又は画像表示装置４０が、マ
ンモグラフィ画像に関心領域を設定し、模式図上での関心領域の位置情報を特定する場合
の例を説明した。これに対し、第３の実施形態では、超音波診断装置２０が、マンモグラ
フィ画像に関心領域を設定し、模式図上での関心領域の位置情報を特定する場合の例を説
明する。なお、第３の実施形態に係る医用情報処理システムが有する装置の構成は、図１
に示したものと同じである。
【０１３７】
　図２３は、第６の実施形態に係る超音波診断装置２０の詳細な構成例を示す図である。
なお、図２３は、図４に示した超音波診断装置２０が有する構成のうち、入力部２２と、
表示部２３と、装置本体２４と、画像メモリ２４５と、内部記憶部２４６と、通信制御部
２４７と、制御部２４８とを示している。
【０１３８】
　図２３に示すように、例えば、画像メモリ２４５は、画像データ記憶部２４５ａを有し
、内部記憶部２４６は、所見情報記憶部２４６ａを有する。なお、画像データ記憶部２４
５ａは、内部記憶部２４６に含まれてもよいし、所見情報記憶部２４６ａは、画像メモリ
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２４５に含まれてもよい。
【０１３９】
　画像データ記憶部２４５ａは、被検体の乳房を撮像したマンモグラフィ画像を記憶する
。この画像データ記憶部２４５ａには、後述する画像データ取得部２４８ａによってマン
モグラフィ画像が格納される。
【０１４０】
　所見情報記憶部２４６ａは、被検体のマンモグラフィ画像に関する所見情報を記憶する
。この所見情報記憶部２４６ａには、後述する所見情報取得部２４８ｂによって所見情報
が格納される。
【０１４１】
　また、図２３に示すように、例えば、制御部２４８は、画像データ取得部２４８ａと、
所見情報取得部２４８ｂと、表示制御部２４８ｃと、領域設定部２４８ｄと、位置特定部
２４８ｅとを有する。
【０１４２】
　画像データ取得部２４８ａは、被検体の乳房を撮像したマンモグラフィ画像を取得する
。なお、画像データ取得部２４８ａは、被検体の左右それぞれの乳房について、ＭＬＯ方
向のマンモグラフィ画像及びＣＣ方向のマンモグラフィ画像を取得する。
【０１４３】
　具体的には、画像データ取得部２４８ａは、通信制御部２４７を介して画像処理装置３
０と通信を行うことで、診断対象の被検体に関するマンモグラフィ画像を取得し、取得し
たマンモグラフィ画像を画像データ記憶部２４５ａに格納する。なお、画像データ取得部
２４８ａは、通信制御部２４７を介してマンモグラフィ装置１０と通信を行うことで、診
断対象の被検体に関するマンモグラフィ画像を取得してもよい。
【０１４４】
　所見情報取得部２４８ｂは、被検体の乳房に関する所見情報を取得する。具体的には、
所見情報取得部２４８ｂは、通信制御部２４７を介して画像処理装置３０と通信を行うこ
とで、診断対象の被検体に関するマンモグラフィ画像の所見情報を取得する。そして、所
見情報取得部２４８ｂは、取得した所見情報を所見情報記憶部２４６ａに格納する。
【０１４５】
　表示制御部２４８ｃは、マンモグラフィ画像を参照するための参照画面を表示部２３に
表示する。具体的には、表示制御部２４８ｃは、入力部２２を介して操作者から表示要求
を受け付けた場合に、第１の実施形態で説明した表示制御部３５ｃと同様に、マンモグラ
フィ画像及び所見情報を配置した参照画面を表示部２３に表示する。このとき、表示制御
部２４８ｃは、画像データ記憶部２４５ａに記憶されている被検体のマンモグラフィ画像
と、所見情報記憶部２４６ａに記憶されている被検体の所見情報とを用いる。
【０１４６】
　領域設定部２４８ｄは、マンモグラフィ画像に関心領域を設定する。具体的には、領域
設定部２４８ｄは、第１の実施形態で説明した領域設定部３５ｄと同様の方法で、マンモ
グラフィ画像に関心領域を設定する。例えば、領域設定部２４８ｄは、被検体の左右それ
ぞれの乳房について、ＭＬＯ画像及びＣＣ画像それぞれに関心領域を設定する。
【０１４７】
　位置特定部２４８ｅは、マンモグラフィ画像上での関心領域の位置情報と、撮影方向を
示す情報とに基づいて、乳房を模式的に表した模式図上での関心領域の位置情報を特定す
る。具体的には、位置特定部２４８ｅは、第１の実施形態で説明した位置特定部３５ｅと
同様の方法で、模式図上での関心領域の位置情報を特定する。
【０１４８】
　その後、位置特定部２４８ｅは、第１の実施形態で説明した位置特定部３５ｅと同様に
、乳腺領域の模式図のテンプレート上に関心領域を示す領域を配置した表示情報を生成す
る。そして、位置特定部２４８ｅは、例えば、生成した表示情報に基づいて、図１２に示
した参照画面と同様の参照画面を表示部２３に表示する。



(24) JP 6309376 B2 2018.4.11

10

20

30

40

50

【０１４９】
　上述したように、第３の実施形態では、超音波診断装置２０が、被検体の乳房を撮像し
たマンモグラフィ画像に関心領域を設定し、当該マンモグラフィ画像上での関心領域の位
置情報と、当該マンモグラフィ画像の撮影方向を示す情報とに基づいて、乳房を模式的に
表した模式図上での関心領域の位置情報を特定して出力する。これにより、例えば、超音
波検査の技師が、超音波診断装置２０を用いて、マンモグラフィ画像上で設定された関心
領域に対応する位置を模式図上で容易に把握することができるようになり、乳腺画像診断
の精度を高めることができる。
【０１５０】
（第４の実施形態）
　上述した第１～第３の実施形態では、操作者による操作に基づいて関心領域が設定され
る場合の例を説明したが、実施形態はこれに限られない。例えば、マンモグラフィ画像か
ら乳腺実質領域を抽出し、抽出した乳腺実質領域に基づいて、乳房における関心領域を自
動的に設定してもよい。
【０１５１】
　そこで、第４の実施形態では、画像表示装置１４０が、被検体の乳房を撮像したマンモ
グラフィ画像から乳腺実質領域を抽出し、抽出した乳腺実質領域に基づいて、乳房におけ
る関心領域を特定して表示する場合の例を説明する。これにより、超音波検査の技師が、
マンモグラフィ画像上で乳腺実質の密度が高い領域を特に注意して超音波検査を行うこと
ができるようになり、乳腺画像診断の精度を高めることができる。以下では、本実施形態
に係る画像表示装置１４０について詳細に説明する。
【０１５２】
　図２４は、第４の実施形態に係る画像表示装置１４０の構成例を示す図である。図２４
に示すように、画像表示装置１４０は、入力部１４１と、表示部１４２と、通信制御部１
４３と、記憶部１４４と、制御部１４５とを有する。
【０１５３】
　入力部１４１は、操作から各種操作や各種情報の入力を受け付ける。例えば、入力部１
４１は、ボタンやタッチパネル、ペンタブレットなどである。
【０１５４】
　表示部１４２は、操作者から各種操作を受け付けるためのＧＵＩや各種画像を表示する
。例えば、表示部１４２は、液晶ディスプレイやタッチパネルなどである。
【０１５５】
　通信制御部１４３は、ネットワーク５０を介して他の装置との間で行われる通信を制御
する。例えば、通信制御部１４３は、無線ＬＡＮを介してネットワーク５０に接続するこ
とで、他の装置との間で無線通信を行う。
【０１５６】
　記憶部１４４は、ハードディスクや半導体メモリなどの記憶装置であり、各種情報を記
憶する。具体的には、記憶部１４４は、画像データ記憶部１４４ａと、所見情報記憶部１
４４ｂとを有する。
【０１５７】
　画像データ記憶部１４４ａは、被検体の乳房を撮像したマンモグラフィ画像を記憶する
。この画像データ記憶部１４４ａには、後述する画像データ取得部１４５ａによってマン
モグラフィ画像が格納される。
【０１５８】
　所見情報記憶部１４４ｂは、被検体のマンモグラフィ画像に関する所見情報を記憶する
。この所見情報記憶部１４４ｂには、後述する所見情報取得部１４５ｂによって所見情報
が格納される。
【０１５９】
　制御部１４５は、ＣＰＵ及びメモリを有し、それらを用いて各種プログラムを実行させ
ることで、画像表示装置１４０の動作を制御する。具体的には、制御部１４５は、画像デ
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ータ取得部１４５ａと、所見情報取得部１４５ｂと、表示制御部１４５ｃと、抽出部１４
５ｄと、特定部１４５ｅとを有する。
【０１６０】
　画像データ取得部１４５ａは、被検体の乳房を撮像したマンモグラフィ画像を取得する
。なお、画像データ取得部１４５ａは、被検体の左右それぞれの乳房について、ＭＬＯ方
向のマンモグラフィ画像及びＣＣ方向のマンモグラフィ画像を取得する。
【０１６１】
　具体的には、画像データ取得部１４５ａは、通信制御部１４３を介して画像処理装置３
０と通信を行うことで、診断対象の被検体に関するマンモグラフィ画像を取得し、取得し
たマンモグラフィ画像を画像データ記憶部１４４ａに格納する。なお、画像データ取得部
１４５ａは、通信制御部１４３を介してマンモグラフィ装置１０と通信を行うことで、診
断対象の被検体に関するマンモグラフィ画像を取得してもよい。
【０１６２】
　所見情報取得部１４５ｂは、被検体の乳房に関する所見情報を取得する。具体的には、
所見情報取得部１４５ｂは、通信制御部１４３を介して画像処理装置３０と通信を行うこ
とで、診断対象の被検体に関するマンモグラフィ画像の所見情報を取得する。そして、所
見情報取得部１４５ｂは、取得した所見情報を所見情報記憶部１４４ｂに格納する。
【０１６３】
　表示制御部１４５ｃは、マンモグラフィ画像を参照するための参照画面を表示部１４２
に表示する。具体的には、表示制御部１４５ｃは、入力部１４１を介して操作者から表示
要求を受け付けた場合に、診断対象の被検体に関するマンモグラフィ画像を画像データ記
憶部１４４ａから読み出し、診断対象の被検体に関する所見情報を所見情報記憶部１４４
ｂから読み出す。そして、表示制御部１４５ｃは、読み出したマンモグラフィ画像及び所
見情報を配置した参照画面を表示部１４２に表示する。
【０１６４】
　図２５は、第４の実施形態に係る表示制御部１４５ｃによって表示される参照画面の一
例を示す図である。例えば、図２５に示すように、表示制御部１４５ｃは、マンモグラフ
ィ画像１６１～１６４、乳腺領域の模式図１６５及び１６６、処理開始ボタン１６７、所
見表示領域１６８をそれぞれ配置した参照画面を表示部１４２に表示する。
【０１６５】
　ここで、マンモグラフィ画像１６１は、被検体の左側の乳房に関するＣＣ方向のマンモ
グラフィ画像であり、マンモグラフィ画像１６２は、被検体の左側の乳房に関するＭＬＯ
方向のマンモグラフィ画像である。マンモグラフィ画像１６３は、被検体の右側の乳房に
関するＭＬＯ方向のマンモグラフィ画像であり、マンモグラフィ画像１６４は、被検体の
右側の乳房に関するＣＣ方向のマンモグラフィ画像である。模式図１６５は、被検体の左
側の乳房における乳腺領域を示し、模式図１６６は、被検体の右側の乳房における乳腺領
域を示している。処理開始ボタン１６７は、乳腺実質領域の抽出処理の開始指示を操作者
から受け付けるためのボタンである。所見表示領域１６８は、被検体のマンモグラフィ画
像に関する所見情報を表示するための領域である。
【０１６６】
　図２４に戻って、抽出部１４５ｄは、被検体の乳房を撮像したマンモグラフィ画像から
乳腺実質領域を抽出する。そして、抽出部１４５ｄは、抽出した乳腺実質領域を、表示制
御部１４５ｃによって表示された参照画面上のマンモグラフィ画像に重畳して表示する。
なお、抽出部１４５ｄは、被検体の左右それぞれの乳房について、ＭＬＯ方向のマンモグ
ラフィ画像及びＣＣ方向のマンモグラフィ画像それぞれから乳腺実質領域を抽出する。
【０１６７】
　具体的には、抽出部１４５ｄは、画像表示装置１４０の操作者によって参照画面の処理
開始ボタン１６７が押された場合に、診断対象の被検体に関するマンモグラフィ画像を画
像データ記憶部１４４ａから読み出し、読み出したマンモグラフィ画像から乳腺実質領域
を抽出する。なお、抽出部１４５ｄは、画像データ取得部１４５ａによって被検体のマン
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ておいてもよい。
【０１６８】
　例えば、抽出部１４５ｄは、マンモグラフィ画像における輝度値の分布に基づいて、閾
値処理によって乳腺実質領域を抽出する。
【０１６９】
　図２６及び２７は、第４の実施形態に係る抽出部１４５ｄによって行われる乳腺実質領
域の抽出を説明するための図である。一般的に、乳腺実質、大胸筋及び脂肪では、それぞ
れＸ線の透過係数が異なるため、マンモグラフィ画像では、乳腺実質及び大胸筋は白く描
出され、脂肪は黒く描出されることが知られている。そのため、マンモグラフィ画像にお
ける輝度値のヒストグラムを用いて輝度値の分布の特徴を解析することで、乳腺実質と推
定される領域を抽出することが可能である。
【０１７０】
　例えば、図２６に示すように、抽出部１４５ｄは、脂肪の輝度値と乳腺実質の輝度値と
を区別するための閾値Ａ、乳腺実質の輝度値と胸壁の輝度値とを区別するための閾値Ｂと
を用いて、マンモグラフィ画像に含まれる画素の輝度値を３つの範囲に区分けする。この
ように、抽出部１４５ｄは、乳腺実質に対応する輝度値に関する下限の閾値Ａと上限の閾
値Ｂとを用いることで、乳腺実質の密度が高い領域を乳腺実質領域として抽出する。
【０１７１】
　そして、例えば、抽出部１４５ｄは、輝度値が閾値Ａ以下である画素には画素値「０」
を割り当て、輝度値が閾値Ａより大きく閾値Ｂ以下である画素には画素値「１」を割り当
て、輝度値が閾値Ｂより大きい画素には画素値「２」を割り当てる。これにより、図２７
の左側及び中央の図に示すように、処理対象のマンモグラフィ画像が３値化されて、画素
値「０」の領域１７１と、画素値「１」の領域１７２と、画素値「２」の領域１７３とに
分けられる。ここで、領域１７１は、脂肪を示す領域となり、領域１７２は、乳腺実質を
示す領域となり、領域１７３は、胸壁を示す領域となる。その後、抽出部１４５ｄは、画
素値「１」の領域１７２を抽出することで、乳腺実質領域を抽出する。ここで、抽出部１
４５ｄは、乳腺実質領域として、画素値「１」の領域の輪郭（境界）を抽出してもよい。
そして、抽出部１４５ｄは、図２７の右側に示すように、抽出した乳腺実質領域を、表示
制御部１４５ｃによって表示された参照画面上のマンモグラフィ画像に重畳して表示する
。
【０１７２】
　なお、抽出部１４５ｄは、他のエッジ検出方法で乳腺実質領域を抽出してもよい。例え
ば、抽出部１４５ｄは、マンモグラフィ画像における輝度値の分布に基づいて、微分エッ
ジ検出法を用いて乳腺実質領域を抽出してもよい。微分エッジ検出法は、輝度値の変化に
対して、輝度値の勾配における勾配方向の２次導関数のゼロ交差を検出する手法であり、
サブピクセルの正確さでエッジの位置を求めることができる。
【０１７３】
　また、抽出部１４５ｄは、マンモグラフィ画像における輝度値の分布に基づいて、ソー
ベルオペレータを用いて乳腺実質領域を抽出してもよい。ソーベルオペレータは、輝度値
の変化に対して、局所積和演算で輝度値の勾配の強度（微分値）を求める方法である。例
えば、ソーベルオペレータでは、以下の式（４）に示す係数行列ｆx及びｆyが用いられる
。ｆxは、縦方向のエッジを検出するための係数行列であり、ｆyは、横方向のエッジを検
出するための係数行列である。
【０１７４】
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【数４】

【０１７５】
　そして、以下に示す式（５）によって、輝度値の勾配の強度｜▽ｆ｜が求められる。
【０１７６】

【数５】

【０１７７】
　また、以下に示す式（６）によって、エッジの方向θが求められる。
【０１７８】
　　　θ＝ｔａｎ-1（ｆx／ｆy）　　　・・・（６）
【０１７９】
　図２４に戻って、特定部１４５ｅは、抽出部１４５ｄによって抽出された乳腺実質領域
に基づいて、被検体の乳房における関心領域を特定する。そして、特定部１４５ｅは、特
定した関心領域を、表示制御部１４５ｃによって表示された参照画面上の乳腺領域の模式
図に表示する。なお、特定部１４５ｅは、被検体の左右それぞれの乳房について、抽出部
１４５ｄによってＭＬＯ方向のマンモグラフィ画像及びＣＣ方向のマンモグラフィ画像そ
れぞれから抽出された乳腺実質領域に基づいて、乳房における関心領域を特定する。
【０１８０】
　例えば、特定部１４５ｅは、ＭＬＯ方向のマンモグラフィ画像から抽出された乳腺実質
領域に基づいて操作者が設定した領域と、ＣＣ方向のマンモグラフィ画像から抽出された
乳腺実質領域に基づいて操作者が設定した領域との重複部分を、関心領域として特定する
。このように、異なる方向のマンモグラフィ画像に設定された領域の重複部分を関心領域
として特定することで、超音波検査の技師が超音波検査を行う際に特に注意して検査を行
うべき領域を、より正確に提示することができるようになる。
【０１８１】
　図２８は、第４の実施形態に係る特定部１４５ｅによって行われる関心領域の特定を説
明するための図である。なお、ここでは、被検体の右側の乳房における関心領域を特定す
る例を説明するが、左側の乳房についても同様の方法で関心領域を特定することができる
。
【０１８２】
　図２８の左上側に示すように、参照画面には、抽出部１４５ｄによって、ＭＬＯ方向の
マンモグラフィ画像から抽出された乳腺実質領域１８１が、ＭＬＯ方向のマンモグラフィ
画像１６３上に表示される。また、図２８の左下側に示すように、参照画面には、抽出部
１４５ｄによって、ＣＣ方向のマンモグラフィ画像から抽出された乳腺実質領域１８２が
、ＣＣ方向のマンモグラフィ画像１６４上に表示される。
【０１８３】
　特定部１４５ｅは、抽出部１４５ｄによって各乳腺実質領域が表示されると、入力部１
４１を介して、乳腺領域の模式図１６６上に領域を設定する操作を操作者から受け付ける
。具体的には、特定部１４５ｅは、図２８の中央上側に示すように、ＭＬＯ方向のマンモ
グラフィ画像１６３上に表示された乳腺実質領域１８１に基づいて、操作者が乳腺領域の
模式図１６６上に領域１８３を設定する操作を受け付ける。また、特定部１４５ｅは、図
２８の中央下側に示すように、ＣＣ方向のマンモグラフィ画像１６４上に表示された乳腺
実質領域１８２に基づいて、操作者が乳腺領域の模式図１６６上に領域１８４を設定する
操作を受け付ける。そして、特定部１４５ｅは、２つの領域１８３及び１８４が操作者に
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よって設定されると、図２８の右側に示すように、各領域の重複部分を関心領域１８５と
して特定する。
【０１８４】
　なお、例えば、特定部１４５ｅは、操作者から領域の設定を受け付けるのではなく、自
動的に関心領域を設定してもよい。例えば、特定部１４５ｅは、ＭＬＯ方向のマンモグラ
フィ画像から抽出された乳腺実質領域の大きさから関心領域の一方の長さを設定し、ＣＣ
方向のマンモグラフィ画像から抽出された乳腺実質領域の大きさから関心領域の他方の長
さを設定することで、関心領域を特定する。
【０１８５】
　図２９は、第４の実施形態に係る特定部１４５ｅによって行われる関心領域の特定の他
の例を説明するための図である。例えば、図２９の上側に示すように、特定部１４５ｅは
、マンモグラフィ画像における領域の位置と、乳腺領域の模式図における領域の位置との
対応をあらかじめ設定しておく。そして、図２９の下側に示すように、特定部１４５ｅは
、ＣＣ方向のマンモグラフィ画像における乳腺実質領域の内側－外側方向の長さｘを算出
し、算出した長さｘに応じて、関心領域の内側－外側方向の長さｘ’を設定する。なお、
特定部１４５ｅは、関心領域の上側－下側方向の長さｙ’については、ＭＬＯ方向のマン
モグラフィ画像における乳腺実質領域の上側－下側方向の長さに応じて設定する。
【０１８６】
　図３０は、第４の実施形態に係る画像表示装置１４０によって行われる処理の処理手順
を示すフローチャートである。図３０に示すように、画像表示装置１４０は、操作者から
マンモグラフィ画像及び所見情報の表示指示を受け付けた場合に（ステップＳ２０１，Ｙ
ｅｓ）、画像データ取得部１４５ａが、被検体の左右それぞれの乳房について、ＭＬＯ方
向のマンモグラフィ画像及びＣＣ方向のマンモグラフィ画像を取得する（ステップＳ２０
２、Ｓ２０３）。また、所見情報取得部１４５ｂが、被検体の乳房に関する所見情報を取
得する（ステップＳ２０４）。
【０１８７】
　続いて、表示制御部１４５ｃが、マンモグラフィ画像を参照するための参照画面を表示
部１４２に表示する（ステップＳ２０５）。その後、抽出部１４５ｄが、操作者によって
参照画面の処理開始ボタン１６７が押された場合に（ステップＳ２０６，Ｙｅｓ）、被検
体のＭＬＯ方向のマンモグラフィ画像及びＣＣ方向のマンモグラフィ画像それぞれから乳
腺実質領域を抽出する（ステップＳ２０７、Ｓ２０８）。
【０１８８】
　続いて、特定部１４５ｅが、抽出部１４５ｄによってＭＬＯ方向のマンモグラフィ画像
及びＣＣ方向のマンモグラフィ画像それぞれから抽出された乳腺実質領域に基づいて、乳
房における関心領域を特定する（ステップＳ２０９）。そして、特定部１４５ｅは、特定
した関心領域を、表示制御部１４５ｃによって表示された参照画面上に表示する（ステッ
プＳ２１０）。
【０１８９】
　上述したように、第４の実施形態では、画像表示装置１４０が、被検体の乳房を撮像し
たマンモグラフィ画像から乳腺実質領域を抽出し、抽出した乳腺実質領域に基づいて、乳
房における関心領域を特定して表示する。これにより、超音波検査の技師が、マンモグラ
フィ画像上で乳腺実質の密度が高い領域を特に注意して超音波検査を行うことができるよ
うになり、乳腺画像診断の精度を高めることができる。
【０１９０】
（第５の実施形態）
　上述した第４の実施形態では、画像表示装置１４０が、被検体のマンモグラフィ画像か
ら乳腺実質領域を抽出して関心領域を特定し、特定した関心領域を表示する場合の例につ
いて説明した。これに対し、第５の実施形態では、画像処理装置１３０が、被検体のマン
モグラフィ画像から乳腺実質領域を抽出して関心領域を特定し、画像表示装置４０が、画
像処理装置１３０によって特定された関心領域を表示する場合の例を説明する。なお、第
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５の実施形態に係る医用情報処理システムが有する装置の構成は、図１に示したものと同
じである。
【０１９１】
　図３１は、第５の実施形態に係る画像処理装置１３０の構成例を示す図である。図３１
に示すように、画像処理装置１３０は、入力部１３１と、表示部１３２と、通信制御部１
３３と、記憶部１３４と、制御部１３５とを有する。
【０１９２】
　入力部１３１は、操作者から各種操作や各種情報の入力を受け付ける。例えば、入力部
１３１は、キーボードやマウス、ボタン、トラックボール、タッチパネルなどである。
【０１９３】
　表示部１３２は、操作者から各種操作を受け付けるためのＧＵＩや各種画像を表示する
。例えば、表示部１３２は、液晶ディスプレイやＣＲＴ（Cathode　Ray　Tube）ディスプ
レイ、タッチパネルなどである。
【０１９４】
　通信制御部１３３は、ネットワーク５０を介して他の装置との間で行われる通信を制御
する。例えば、通信制御部１３３は、ネットワークカードやネットワークアダプタであり
、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）のＬＡＮを介してネットワーク５０に接続することで、
他の装置との間で通信を行う。また、例えば、通信制御部１３３は、無線ＬＡＮを介して
ネットワーク５０に接続することで、他の装置との間で無線通信を行う。
【０１９５】
　記憶部１３４は、ハードディスクや半導体メモリなどの記憶装置であり、各種情報を記
憶する。具体的には、記憶部１３４は、画像データ記憶部１３４ａと、所見情報記憶部１
３４ｂとを有する。
【０１９６】
　画像データ記憶部１３４ａは、被検体の乳房を撮像したマンモグラフィ画像を記憶する
。この画像データ記憶部１３４ａには、後述する画像データ取得部１３５ａによってマン
モグラフィ画像が格納される。
【０１９７】
　所見情報記憶部１３４ｂは、被検体のマンモグラフィ画像に関する所見情報を記憶する
。この所見情報記憶部１３４ｂには、後述する所見情報作成部１３５ｂによって所見情報
が格納される。
【０１９８】
　制御部１３５は、ＣＰＵ及びメモリを有し、それらを用いて各種プログラムを実行させ
ることで、画像処理装置１３０の動作を制御する。具体的には、制御部１３５は、画像デ
ータ取得部１３５ａと、所見情報作成部１３５ｂと、表示制御部１３５ｃと、抽出部１３
５ｄと、特定部１３５ｅと、送信部１３５ｆとを有する。
【０１９９】
　画像データ取得部１３５ａは、被検体の乳房を撮像したマンモグラフィ画像を取得する
。なお、画像データ取得部１３５ａは、被検体の左右それぞれの乳房について、ＭＬＯ方
向のマンモグラフィ画像及びＣＣ方向のマンモグラフィ画像を取得する。具体的には、画
像データ取得部１３５ａは、通信制御部１３３を介してマンモグラフィ装置１０と通信を
行うことで、診断対象の被検体に関するマンモグラフィ画像を取得する。
【０２００】
　所見情報作成部１３５ｂは、操作者から入力された所見に基づいて、被検体のマンモグ
ラフィ画像に関する所見情報を作成する。具体的には、所見情報作成部１３５ｂは、入力
部１３１を介して、マンモグラフィ検査の技師からマンモグラフィ画像に関する所見の入
力を受け付ける。そして、所見情報作成部１３５ｂは、受け付けた所見を示す所見情報を
作成し、所見情報記憶部１３４ｂに格納する。
【０２０１】
　表示制御部１３５ｃは、マンモグラフィ画像を参照するための参照画面を表示部１３２
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に表示する。具体的には、表示制御部１３５ｃは、入力部１３１を介して操作者から表示
要求を受け付けた場合に、第４の実施形態で説明した表示制御部１４５ｃと同様に、マン
モグラフィ画像及び所見情報を配置した参照画面を表示部１３２に表示する。このとき、
表示制御部１３５ｃは、画像データ記憶部１３４ａに記憶されている被検体のマンモグラ
フィ画像と、所見情報記憶部１３４ｂに記憶されている被検体の所見情報とを用いる。
【０２０２】
　抽出部１３５ｄは、被検体の乳房を撮像したマンモグラフィ画像から乳腺実質領域を抽
出する。そして、抽出部１３５ｄは、抽出した乳腺実質領域を、表示制御部１３５ｃによ
って表示された参照画面上のマンモグラフィ画像に重畳して表示する。なお、抽出部１３
５ｄは、被検体の左右それぞれの乳房について、ＭＬＯ方向のマンモグラフィ画像及びＣ
Ｃ方向のマンモグラフィ画像それぞれから乳腺実質領域を抽出する。
【０２０３】
　具体的には、抽出部１３５ｄは、画像処理装置１３０の操作者によって参照画面の処理
開始ボタンが押された場合に、診断対象の被検体に関するマンモグラフィ画像を画像デー
タ記憶部１３４ａから読み出し、第４の実施形態で説明した抽出部１４５ｄと同様の方法
で、読み出したマンモグラフィ画像から乳腺実質領域を抽出する。なお、抽出部１３５ｄ
は、画像データ取得部１３５ａによって被検体のマンモグラフィ画像が取得された時点で
、当該マンモグラフィ画像から乳腺実質領域を抽出しておいてもよい。
【０２０４】
　特定部１３５ｅは、抽出部１３５ｄによって抽出された乳腺実質領域に基づいて、被検
体の乳房における関心領域を特定する。そして、特定部１３５ｅは、特定した関心領域を
、表示制御部１３５ｃによって表示された参照画面上の乳腺領域の模式図に表示する。な
お、特定部１３５ｅは、被検体の左右それぞれの乳房について、抽出部１３５ｄによって
ＭＬＯ方向のマンモグラフィ画像及びＣＣ方向のマンモグラフィ画像それぞれから抽出さ
れた乳腺実質領域に基づいて、乳房における関心領域を特定する。
【０２０５】
　具体的には、特定部１３５ｅは、第４の実施形態で説明した特定部１４５ｅと同様の方
法で、抽出部１３５ｄによって抽出された乳腺実質領域に基づいて、被検体の乳房におけ
る関心領域を特定し、特定した関心領域を参照画面上に表示する。
【０２０６】
　送信部１３５ｆは、操作者からの指示に応じて、特定部１３５ｅによって特定された関
心領域を示す情報を画像表示装置４０に送信する。具体的には、送信部１３５ｆは、入力
部１３１を介して、画像処理装置１３０の操作者から表示情報の送信指示を受け付ける。
そして、送信部１３５ｆは、表示情報の送信指示を受け付けると、特定部１３５ｅによっ
て関心領域が特定された後の参照画面と同様の情報を含んだ画面を表示するための表示情
報を生成して、画像表示装置４０に送信する。例えば、送信部１３５ｆは、表示制御部１
３５ｃによって表示された参照画面上で、抽出部１３５ｄによって抽出された乳腺実質領
域をマンモグラフィ画像上に重畳させ、特定部１３５ｅによって特定された関心領域を乳
腺領域の模式図上に示した画面を表示するための表示情報を生成して、画像表示装置４０
に送信する。
【０２０７】
　なお、例えば、送信部１３５ｆは、画像表示装置４０からの要求に応じて、特定部１３
５ｅによって特定された関心領域を示す情報を画像表示装置４０に送信してもよい。この
場合には、例えば、送信部１３５ｆは、通信制御部１３３を介して、画像表示装置４０か
ら表示情報の要求を受け付ける。そして、送信部１３５ｆは、表示情報の要求を受け付け
ると、上述した表示情報を生成して、要求を送信した画像表示装置４０に対して当該表示
情報を送信する。
【０２０８】
　上述したように、第５の実施形態では、画像処理装置１３０が、被検体の乳房を撮像し
たマンモグラフィ画像から乳腺実質領域を抽出し、抽出した乳腺実質領域に基づいて、乳
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房における関心領域を特定する。そして、画像表示装置４０が、画像処理装置１３０によ
って特定された関心領域を示す情報を表示する。これにより、例えば、マンモグラフィ検
査の技師が、画像処理装置１３０を用いて関心領域を特定し、超音波検査を行う技師が、
画像表示装置４０を用いて、マンモグラフィ検査の技師によって特定された関心領域を特
に注意して超音波検査を行うことができるようになる。このように、マンモグラフィ検査
の技師が関心領域を特定することで、乳腺画像診断の精度をより高めることができる。
【０２０９】
　なお、第５の実施形態では、抽出部１３５ｄが、画像処理装置１３０の操作者によって
参照画面の処理開始ボタンが押された場合に、マンモグラフィ画像から乳腺実質領域を抽
出する場合の例を説明した。これに対し、例えば、抽出部１３５ｄは、画像表示装置４０
から処理開始の要求を受け付けた場合に、マンモグラフィ画像から乳腺実質領域を抽出し
てもよい。この場合には、例えば、表示制御部１３５ｃが、画像表示装置４０からの要求
に応じて、マンモグラフィ画像及び所見情報を配置した参照画面を表示するための情報を
画像表示装置４０に送信しておく。そして、抽出部１３５ｄは、画像表示装置４０の操作
者が参照画面を介して処理開始を指示した場合に、ネットワーク５０を介して、画像表示
装置４０から処理開始の要求を受け付ける。
【０２１０】
（第６の実施形態）
　上述した第１及び第５の実施形態では、画像表示装置４０が、被検体の乳房における関
心領域を表示する場合の例について説明した。これに対し、第６の実施形態では、超音波
診断装置２０が、被検体のマンモグラフィ画像から乳腺実質領域を抽出して関心領域を特
定し、特定した関心領域を表示する場合の例を説明する。なお、第６の実施形態に係る医
用情報処理システムが有する装置の構成は、図１に示したものと同じである。
【０２１１】
　図３２は、第６の実施形態に係る超音波診断装置２０の詳細な構成例を示す図である。
なお、図３２は、図４に示した超音波診断装置２０が有する構成のうち、入力部１２２と
、表示部１２３と、装置本体１２４と、画像メモリ１２４５と、内部記憶部１２４６と、
通信制御部１２４７と、制御部１２４８とを示している。
【０２１２】
　図３２に示すように、例えば、画像メモリ１２４５は、画像データ記憶部１２４５ａを
有し、内部記憶部１２４６は、所見情報記憶部１２４６ａを有する。なお、画像データ記
憶部１２４５ａは、内部記憶部１２４６に含まれてもよいし、所見情報記憶部１２４６ａ
は、画像メモリ１２４５に含まれてもよい。
【０２１３】
　画像データ記憶部１２４５ａは、被検体の乳房を撮像したマンモグラフィ画像を記憶す
る。この画像データ記憶部１２４５ａには、後述する画像データ取得部１２４８ａによっ
てマンモグラフィ画像が格納される。
【０２１４】
　所見情報記憶部１２４６ａは、被検体のマンモグラフィ画像に関する所見情報を記憶す
る。この所見情報記憶部１２４６ａには、後述する所見情報取得部１２４８ｂによって所
見情報が格納される。
【０２１５】
　また、図３２に示すように、例えば、制御部１２４８は、画像データ取得部１２４８ａ
と、所見情報取得部１２４８ｂと、表示制御部１２４８ｃと、抽出部１２４８ｄと、特定
部１２４８ｅとを有する。
【０２１６】
　画像データ取得部１２４８ａは、被検体の乳房を撮像したマンモグラフィ画像を取得す
る。なお、画像データ取得部１２４８ａは、被検体の左右それぞれの乳房について、ＭＬ
Ｏ方向のマンモグラフィ画像及びＣＣ方向のマンモグラフィ画像を取得する。
【０２１７】
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　具体的には、画像データ取得部１２４８ａは、通信制御部１２４７を介して画像処理装
置３０と通信を行うことで、診断対象の被検体に関するマンモグラフィ画像を取得し、取
得したマンモグラフィ画像を画像データ記憶部１２４５ａに格納する。なお、画像データ
取得部１２４８ａは、通信制御部１２４７を介してマンモグラフィ装置１０と通信を行う
ことで、診断対象の被検体に関するマンモグラフィ画像を取得してもよい。
【０２１８】
　所見情報取得部１２４８ｂは、被検体の乳房に関する所見情報を取得する。具体的には
、所見情報取得部１２４８ｂは、通信制御部１２４７を介して画像処理装置３０と通信を
行うことで、診断対象の被検体に関するマンモグラフィ画像の所見情報を取得する。そし
て、所見情報取得部１２４８ｂは、取得した所見情報を所見情報記憶部１２４６ａに格納
する。
【０２１９】
　表示制御部１２４８ｃは、マンモグラフィ画像を参照するための参照画面を表示部１２
３に表示する。具体的には、表示制御部１２４８ｃは、入力部１２２を介して操作者から
表示要求を受け付けた場合に、第４の実施形態で説明した表示制御部１４５ｃと同様に、
マンモグラフィ画像及び所見情報を配置した参照画面を表示部１２３に表示する。このと
き、表示制御部１２４８ｃは、画像データ記憶部１２４５ａに記憶されている被検体のマ
ンモグラフィ画像と、所見情報記憶部１２４６ａに記憶されている被検体の所見情報とを
用いる。
【０２２０】
　抽出部１２４８ｄは、被検体の乳房を撮像したマンモグラフィ画像から乳腺実質領域を
抽出する。そして、抽出部１２４８ｄは、抽出した乳腺実質領域を、表示制御部１２４８
ｃによって表示された参照画面上のマンモグラフィ画像に重畳して表示する。なお、抽出
部１２４８ｄは、被検体の左右それぞれの乳房について、ＭＬＯ方向のマンモグラフィ画
像及びＣＣ方向のマンモグラフィ画像それぞれから乳腺実質領域を抽出する。
【０２２１】
　具体的には、抽出部１２４８ｄは、操作者によって参照画面の処理開始ボタンが押され
た場合に、診断対象の被検体に関するマンモグラフィ画像を画像データ記憶部１２４５ａ
から読み出し、第４の実施形態で説明した抽出部１４５ｄと同様の方法で、読み出したマ
ンモグラフィ画像から乳腺実質領域を抽出する。なお、抽出部１２４８ｄは、画像データ
取得部１２４８ａによって被検体のマンモグラフィ画像が取得された時点で、当該マンモ
グラフィ画像から乳腺実質領域を抽出しておいてもよい。
【０２２２】
　特定部１２４８ｅは、抽出部１２４８ｄによって抽出された乳腺実質領域に基づいて、
被検体の乳房における関心領域を特定する。そして、特定部１２４８ｅは、特定した関心
領域を、表示制御部１２４８ｃによって表示された参照画面上の乳腺領域の模式図に表示
する。なお、特定部１２４８ｅは、被検体の左右それぞれの乳房について、抽出部１２４
８ｄによってＭＬＯ方向のマンモグラフィ画像及びＣＣ方向のマンモグラフィ画像それぞ
れから抽出された乳腺実質領域に基づいて、乳房における関心領域を特定する。
【０２２３】
　具体的には、特定部１２４８ｅは、第４の実施形態で説明した特定部１４５ｅと同様の
方法で、抽出部１２４８ｄによって抽出された乳腺実質領域に基づいて、被検体の乳房に
おける関心領域を特定し、特定した関心領域を参照画面上に表示する。
【０２２４】
　上述したように、第６の実施形態では、超音波診断装置２０が、被検体の乳房を撮像し
たマンモグラフィ画像から乳腺実質領域を抽出し、抽出した乳腺実質領域に基づいて、乳
房における関心領域を特定して表示する。これにより、画像表示装置４０を用いなくても
、超音波診断装置２０を介して、超音波検査の技師に対して特に注意して検査を行うべき
領域を提示することができる。
【０２２５】
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　なお、第６の実施形態では、超音波診断装置２０が、マンモグラフィ画像から乳腺実質
領域を抽出して関心領域を特定し、特定した関心領域を表示する場合の例を説明したが、
例えば、第５の実施形態で説明したように、画像処理装置３０が、マンモグラフィ画像か
ら乳腺実質領域を抽出して関心領域を特定してもよい。
【０２２６】
　その場合には、例えば、超音波診断装置２０において、通信制御部１２４７が、ネット
ワーク５０を介して、被検体の乳房を撮像したマンモグラフィ画像と当該マンモグラフィ
画像に対する関心領域の情報とを画像処理装置３０から受信する。また、画像処理部２４
４が、超音波プローブ２１によって収集されたデータに基づいて、超音波画像を生成する
。そして、表示制御部１２４８ｃが、通信制御部１２４７によって受信されたマンモグラ
フィ画像と、関心領域と、画像処理部２４４によって生成された超音波画像とを表示部１
２３に表示する。
【０２２７】
　なお、上述した第１～第６の実施形態では、マンモグラフィ装置１０によって撮像され
たマンモグラフィ画像が用いられる場合の例を説明したが、実施形態はこれに限られない
。例えば、マンモグラフィ画像の代わりに、スクリーンフィルムシステムによって撮像さ
れた画像が用いられてもよい。
【０２２８】
　また、上述した第１～第６の実施形態では、ＭＬＯ方向のマンモグラフィ画像及びＣＣ
方向のマンモグラフィ画像が用いられる場合の例を説明したが、実施形態はこれに限られ
ない。例えば、ＭＬＯ方向及びＣＣ方向以外の他の方向から撮像されたマンモグラフィ画
像が用いられてもよい。
【０２２９】
　また、上記実施形態で説明した画像処理装置３０が有する制御部３５の機能、画像表示
装置４０が有する制御部４５の機能、及び、超音波診断装置２０が有する制御部２４８の
機能は、それぞれソフトウェアによって実現することもできる。例えば、各制御部の機能
は、各制御部が行うものとして説明した処理の手順を規定した医用情報処理プログラムを
コンピュータに実行させることで実現される。この場合に、医用情報処理プログラムは、
例えば、ハードディスクや半導体メモリ素子等に記憶され、ＣＰＵやＭＰＵ等のプロセッ
サによって読み出されて実行される。また、医用情報処理プログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ（
Compact　Disc　－　Read　Only　Memory）やＭＯ（Magnetic　Optical　disk）、ＤＶＤ
（Digital　Versatile　Disc）などのコンピュータ読取り可能な記録媒体に記録されて、
配布され得る。
【０２３０】
　以上説明した少なくとも一つの実施形態によれば、乳腺画像診断の精度を高めることが
できる。
【０２３１】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【０２３２】
　１００　医用情報処理システム
　　２０　超音波診断装置
　　３０　画像処理装置
　　３４　記憶部
　　３４ａ　画像データ記憶部
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　　３５　制御部
　　３５ｄ　領域設定部
　　３５ｅ　位置特定部
　　４０　画像表示装置
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